
 

 

 

 

 

 

令和４年度第１回 

東京都在宅介護・医療協働推進部会 

会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年７月６日 

東京都福祉保健局 

参考資料１ 

 



 

 1 

（午後 ６時００分 開会） 

○阿部課長 大変お待たせいたしました。予定の時刻になりましたので、ただいまから令

和４年度第１回東京都在宅介護・医療協働推進部会を開催いたします。 

  委員の先生方におかれましては、大変ご多忙にもかかわらず、ご出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

  オンラインで大変恐縮でございますけれども、私、７月１日付、先週の金曜日付で在

宅支援課長に着任いたしました阿部と申します。議事に入りますまでの間、進行を務め

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それではまず、配付資料の確認をさせていただきます。 

  資料番号を振っております資料でございますが、かなりございまして、資料１から資

料７までございます。それから、参考資料１から参考資料１１まで、委員の皆様方にデ

ータで事務局のほうからご送付させていただいておりますが、お手元のほうに届いてお

りますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、本日はオンラインの開催ということで、大変恐れ入りますけれども、ご発

言をされる前にはお名前をおっしゃっていただけますよう、ご協力のほど何とぞよろし

くお願い申し上げます。ありがとうございます。 

  それでは、次第に沿いまして始めさせていただければと思います。 

  まず委員のご紹介をさせていただきます。 

  改めまして、委員の皆様方におかれましては、就任につきましてご快諾をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

  それでは、お手元の資料の１のほうをご覧ください。 

  委員名簿のうち、幹事の医療政策部の医療人材課長の岡本、それから高齢社会対策部

の大竹介護保険課長につきましては、本日は所用により欠席となります。 

  また、鈴木委員、田尻委員については、少し遅れていらっしゃるというふうにご連絡

をいただいてございます。 

  それでは、はじめに、昨年度のメンバーから委員の交代がございましたので、新しく

委員に就任された方をご紹介させていただきます。 

  一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会の会長、椎名委員でございます。後ほ

どまた自己紹介をお願いしたいと思いますので、一旦、委員のご紹介だけさせていただ

きます。 

  続きまして、幹事である東京都職員につきましても人事異動により交代がございまし

たので、ご紹介させていただきます。 

  東京都の福祉保健局医療政策部地域医療担当、島倉課長でございます。 

  それから、重ねて恐縮でございますけれども、私、高齢社会対策部在宅支援課長に着

任いたしました阿部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日、今年度第１回の部会となりますので、全ての委員の皆様に、ご所属
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と、一言ずつ簡単に自己紹介をいただければと存じます。委員名簿の順番にお名前をお

呼びいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、秋山委員、よろしくお願いいたします。 

○秋山委員 秋山です。株式会社ケアーズ代表取締役、白十字訪問看護ステーション統括

所長の秋山です。 

  今は、暮らしの保健室と、マギーズ東京という相談支援の現場のほうが時間としては

多い状況ですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それでは、河原委員、お願いいたします。 

○河原委員 はい。聞こえますでしょうか。東京都立大学の健康福祉学部のほうで、看護

学科、地域在宅看護学を担当しております河原と申します。引き続きよろしくお願いい

たします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それでは、葛原委員、お願いいたします。 

○葛原委員 国立市地域包括ケア・健康づくり推進担当部長をしております葛原と申しま

す。 

  地域包括支援センター、そして行政の立場でまた参加させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それでは、佐川委員、お願いいたします。 

○佐川委員 東京都看護協会常務理事をしております、佐川と申します。 

  看護協会では、保健師、助産師、看護師の職能というのがございまして、特に看護師

さんの職能の中では、医療機関での職能委員会と、もう一つは地域で働く看護師の職能

委員会、特に訪問看護ステーションですとか、高齢者事業所とか、そういったところの

委員会も担当しております。よろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それでは、椎名委員、お願いいたします。 

○椎名委員 皆さん、こんばんは。いつもお世話になっております。東京都訪問看護ステ

ーション協会の椎名です。 

  ふだんは、墨田区のスカイツリーのすぐ麓の、訪問看護ステーションみけというとこ

ろで管理者をしております。よろしくお願いします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  白井委員、お願いいたします。 

○白井委員 新宿区健康部参事の白井と申します。 

  地域医療と、歯科医師でございますので、地域医療と歯科保健を担当しております。

特に在宅医療体制の構築ということで、秋山委員はじめ、新宿区関係の皆様にご協力を
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いただきながら体制整備を進めているところです。よろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  田尻委員はお入りになられましたでしょうか。 

○田尻委員 はい。田尻です。 

○阿部課長 よろしくお願いします。 

○田尻委員 皆さん、こんばんは。株式会社カラーズの田尻と申します。 

  東京都大田区で在宅介護サービスを運営しております。最近は定期巡回であったり、

訪問看護もやっておりまして、日々、医療と介護の連携について、考えさせられること

が多いです。 

  今日はよろしくお願いします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  羽石委員、お願いいたします。 

○羽石委員 よろしくお願いいたします。私は、先ほどご挨拶をされていらっしゃいまし

た椎名さんのいらっしゃる墨田区の隣、江東区のほうで、ケアマネジャー、主任介護支

援専門員として働いております。 

  介護支援専門員の立場として、医療との連携、訪問看護師さんとの連携等についてお

話しできたらなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  平原委員、お願いいたします。 

○平原委員 平原です。東京都北区にあります、あすか山訪問看護ステーションで統括所

長をしております。東京都教育ステーション事業も受託しております。よろしくお願い

いたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 こんばんは。聖路加国際大学の山田雅子と申します。在宅看護学を幅広く担

当しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それでは、オブザーバーとして、東京都在宅療養推進会議会長でいらっしゃいます新

田先生、お願いいたします。 

○新田委員 新田でございます。皆様、お疲れさまでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  それから、東京都側の幹事になります、島倉課長、お願いいたします。 

○島倉地域医療担当課長 島倉です。皆さん、お世話になっております。 

  ４月で着任しまして、まだまだ日が浅いので、ぜひ現場の意見を伺えればと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○阿部課長 ありがとうございました。 

  私、７月１日に着任いたしました、在宅支援課長、阿部と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

  大変失礼いたしました。小島委員、申し訳ありません。飛ばしてしまって大変申し訳

ございません。よろしくお願いいたします。 

○小島委員 はい。私、東京都の介護支援専門員協議会におります、理事長の小島と申し

ます。ふだんは練馬区独立型の居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしております。

今日ご参加の中にも、ケアマネジャーのお立場でお仕事をされている方がおられるかと

思いますが、どういうふうに訪問看護ステーション、訪問看護という事業と連携してい

くかということがお話しできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○阿部課長 大変失礼いたしました。ありがとうございました。 

  鈴木委員もお入りになられましたでしょうか。 

○鈴木委員 はい、入っています。 

○阿部課長 よろしくお願いいたします。すみません、一言ご挨拶いただければと思いま

す。 

○鈴木委員 挨拶をしているところなんですね。鈴木内科医院の院長の鈴木と申します。

また今年もよろしくお願いします。 

○阿部課長 ありがとうございました。 

  続きまして、東京都在宅介護・医療協働推進部会の開会に当たりまして、福祉保健局

高齢社会対策部長の山口より、一言ご挨拶申し上げます。 

○山口高齢社会対策部長 皆さん、こんばんは。東京都の福祉保健局高齢社会対策部長の

山口でございます。 

  本年度第１回目の部会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

  委員の皆様方におかれましては、このような夜の時間帯に、ご多忙にもかかわらず、

ご参画いただきまして、誠にありがとうございます。  

  ただいま、委員の皆様のお一人お一人の自己紹介のご挨拶をお伺いいたしまして、ま

さに東京都のこれからの在宅介護・医療の在り方をご議論いただくのにふさわしい学識

や現場の経験が豊富な皆様にご参画いただいていること、改めて認識いたしまして、大

変心強く感じているところでございます。  

  新型コロナウイルスが猛威を振るって、早くも２年半近く経過しております。年明け

からの第６波は、２月をピークに集束に向かっておりましたけれども、この２週間ほど

で再び感染が拡大しておりまして、昨日の新規陽性者が５，０００人を超え、本日、先

ほど発表されましたけれども、８，０００人を超えるという、非常に厳しい状況を迎え

つつあります。  

  東京都としましては、関係機関と緊密に連携しながら、コロナ専用病床をはじめ、高

齢者向けの臨時の医療施設の確保や、自宅療養、あるいは施設内療養に対する支援体制
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の充実など、病状に応じた適切な療養環境の確保に努めますとともに、ワクチン接種に

つきましても、遅れている若年層への３回目接種の促進や、重症化リスクの高い高齢者

への４回目接種の着実な実施に鋭意取り組んでまいります。  

  また、ロシア・ウクライナ情勢に端を発する世界的なエネルギー危機にも見舞われて

おります中で、国も都も、都民や事業者の皆様に、節電、省エネといったお願いをして

おるわけでございますけれども、一方で、この夏は大変厳しい記録的な猛暑を迎えてお

りまして、とりわけ高齢者の方々の熱中症のリスクも高まっております。  

  委員の皆様方におかれましても、それぞれお立場から、様々な機会を通じまして、節

電とともに、熱中症予防の注意喚起も、併せてお願いできればというふうに考えており

ます。  

  さて、高齢者が介護や支援を必要としても、また認知症になっても、人生の最終段階

に至るまで、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくためには、地域における

介護と医療の関係機関が協働して、在宅介護と医療を一体的に提供することが重要でご

ざいまして、昨年３月に確定した第８期東京都高齢者保健福祉計画におきましても、重

点分野の一つに在宅療養の推進を掲げております。  

  東京都では、平成２５年度から在宅療養推進会議の下に訪問看護推進部会を設置いた

しまして、高齢者の在宅療養生活を支える訪問看護サービスや、看護小規模多機能型サ

ービスなどの充実に向けまして、現場実態に根差したご議論をいただきながら、様々な

施策を展開してまいりました。  

  そして昨年度からは、部会の名称を在宅介護・医療協働推進部会と改めまして、新た

にケアマネジャーや介護職の代表の方にも委員にご参画いただきまして、訪問看護の推

進のみならず、在宅介護・医療の連携協働の推進に向けて、より幅広くご議論をいただ

くこととなりました。  

  本部会では、在宅介護・医療の連携協働についての現状や課題、その解決に向けて取

り組むべき施策などについてご議論いただきまして、より効果的な施策が実施できるよ

う、皆様方のご意見を反映させていきたいというふうに考えております。  

  どうか委員の皆様の忌憚のないご意見を頂戴できますようお願いを申し上げまして、

私からのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。  

○阿部課長 ありがとうございました。  

  すみません、所用がございますので、山口のほうはこれで一旦退席させていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

  それでは引き続きまして、部会長の選任に移りたいと思います。お手元の資料３、在

宅療養推進会議の運営に係る細目をご覧ください。 

  本部会につきましては、細目第４に基づき、在宅療養推進会議の部会として設置して

ございます。部会長につきましては、細目第５の第２項におきまして、会長の指名によ

り選任するとなってございますので、在宅療養推進会議の会長であり、本部会のオブザ
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ーバーでございます新田先生のほうから、会長のご指名としまして、山田委員に部会長

をお願いしたいというお言葉をいただいてございます。 

  山田委員、いかがでございますでしょうか。 

○山田委員 ご推薦いただきまして、誠にありがとうございます。ちょっとのらりくらり

系ではございますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。ご指導くださいませ。 

○阿部課長 ご挨拶もいただきまして、ありがとうございました。 

  部会長に山田先生が入っていただくということで、ご了承いただいたというふうに、

よろしいでしょうか。 

  それでは、山田部会長、今後の議事につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田部会長 承知いたしました。 

  それでは、議事に入ります。 

  まず報告事項について、次第の１番目、令和４年度在宅介護・医療協働推進部会の設

置について。続きまして、２点目が、令和３年度訪問看護進総合事業等の実施状況につ

いて。３点目が令和４年度訪問看護推進総合事業等の実施についてとなっております。 

  事務局からまとめてご説明をお願いいたします。 

○大塚課長代理 介護医療連携推進担当の課長代理の大塚と申します。今年度から担当と

なりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私のほうから報告事項として、次第の（１）から（３）まで、順に説明させていただ

きます。 

  それではまず資料の４をご覧ください。 

  本部会の設置目的になりますが、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

るために、地域における介護と医療の関係機関が共に力を合わせて、在宅介護・医療を

一体的に提供することが必要であるということから、在宅療養推進会議の部会として、

主に訪問看護の推進策について、検討・評価を行ってまいりました。 

  昨年度からは、部会の名称を在宅介護・医療協働推進部会に変更しまして、訪問看護

の推進策に加えまして、より幅広く、看多機や介護と医療の連携などを含めた在宅介護・

医療を一体的に提供する体制づくりについて、ご議論いただいているところです。 

  今年度のスケジュールにつきましては、資料の左下にありますとおり、２回の開催と

いうことで考えております。実際の開催の前には、改めて皆様に日程調整のご連絡をい

たします。 

  第１回が本日となりまして、第２回は来年の２月頃に開催して、今年度事業の振り返

りと、令和５年度事業についてご説明の上、実施方法などについてご意見をいただけれ

ばと考えております。 

  以上、この部会の設置についてご説明いたしました。 

  次に、資料の５をご覧ください。 

  こちらは今年の２月の部会で既にご報告しました内容もございますが、改めて、簡単
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になりますが、全体的にご説明いたします。 

  まず、１番、地域における教育ステーション事業になります。令和３年度につきまし

ても、引き続き１３か所のステーションに教育ステーションとしてご尽力いただきまし

た。 

  ステーション体験や研修の受入れにつきましては、合計で１１４人、２６４．５日。

勉強会につきましては９９回、延べ３，１５５人。医療機関での訪問看護師研修は、三

つの医療機関に１８人がご参加いただいております。 

  それから、２年間のモデル実施ということで行っております介護医療連携研修につき

ましては、３６人の参加をいただきました。詳細につきましては、参考資料の７に記載

してございますので、後ほどご覧いただければと思います。 

  実積の数としましては、新型コロナウイルスの流行前に比べますと、ステーション体

験研修と、医療機関での訪問看護師研修につきましては、まだ少なくなっておりますが、

勉強会につきましては、以前とほぼ同じ程度に実施されております。 

  次に、２番の訪問看護人材確保事業になります。 

  こちらは令和３年度から、対象者を主に看護職の方に特化しまして、講演会とシンポ

ジウムを開催いたしました。令和３年１１月１３日にオンラインで開催しまして、１９

４人の方にご参加いただきました。 

  ３番の管理者・指導者育成事業になります。 

  こちらはステーションの管理者・指導者向けの研修事業になりまして、福祉保健財団

に委託をして実施しております。令和２年度に引き続きまして、昨年度も全ての研修を

オンラインで実施しました。 

  令和３年度から新しく開設しました育成定着推進コースにつきましては、修了者が５

７名でした。基礎実務、経営安定コースは修了者が１５６人。看多機実務研修につきま

しては３３人の方が修了されました。 

  次の４番の認定訪問看護師の資格取得支援事業になります。 

  こちらは、ステーションの看護師さんが認定看護師資格を取るための経費について、

補助している事業になります。実積は、７事業所になります。 

  次の５番の、在宅介護・医療協働推進部会になります。昨年度は２回開催いたしまし

た。 

  ６番、訪問看護ステーションの代替職員の確保支援事業になります。 

  こちらは、研修を受講する際や、産休・育休を取る際の代替職員の給与費などを補助

しております。昨年度は、研修代替については実積がございませんでした。産休等の代

替につきましては、４人について補助しております。 

  ７番、訪問看護ステーションの事務職員雇用支援事業になります。 

  こちらは、訪問看護師が専門業務に注力できる環境を整備するために、事務職員を新

たに雇用する場合の給与費などを補助しております。実積は３４事業所になりまして、
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例年より若干多くなっております。 

  次に、８番、新任訪問看護師の育成支援事業になります。 

  こちらは、訪問看護が未経験の看護職を雇用して、育成を行うステーションに対しま

して、育成に要する経費を補助しております。令和３年度から、管理者・指導者研修の

育成定着推進コースを修了することを条件に加えております。実積は１２人となってお

りまして、そのうち新卒の方は４名でした。 

  次に、訪問看護師のオンデマンド研修事業になります。 

  こちらは、訪問看護師の復職などを支援するために、ｅラーニングによる研修を行う

事業になっております。訪問看護ステーション協会に委託しておりまして、令和元年度

から３年度までの３年間の事業ということで、事業自体は昨年度で終了となっておりま

す。ｅラーニングの科目は、昨年度新たに五つの科目を追加しまして、２２科目となり

ました。 

  こちら、ｅラーニングの動画につきまして、１点、ご報告がございます。 

  ｅラーニングの科目として作っていただいた動画を訪問看護師の方々に広く見ていた

だきたいということで、公開方法につきまして、今年２月の部会でご意見をいただきま

した。当初は、一般の都民の方も見られるような公開方法を考えておりましたが、医療

従事者ではない方が見る可能性があるということでご意見をいただきまして、ステーシ

ョン協会さんと公開方法について検討を行いました。 

  その結果、在宅支援課のＹｏｕＴｕｂｅアカウントというところで限定公開をするこ

とになりました。こちらの限定公開の方法につきましては、動画のＵＲＬ、アドレスが

分かる方だけが視聴できるというもので、例えばＹｏｕＴｕｂｅで普通に検索したりし

ても動画にはたどり着けないという形になっております。 

  また、都民の方が誰でも見られる東京動画というサイトには、動画の掲載自体をしな

いということになりました。 

  一方で、訪問看護ステーションなど関係者の方々にはぜひ見ていただきたいというこ

とで、東京都が毎月介護サービス事業所向けに発行している「かいてき便り」につきま

して、動画のＵＲＬを掲載して、周知しております。 

  それから、東京都の指導監査部が行っている集団指導の資料にもＵＲＬを掲載する予

定です。 

  それから、東京都の訪問看護推進総合事業の入り口のページには、各種補助金の内容

をまとめている資料を掲載しておりまして、その資料にもＵＲＬを載せております。 

  それでは、実積のご報告に戻ります。 

  続きまして、１０番の看多機に係る連絡会になります。 

  区市町村の看多機への理解を促進するとともに、既に開設している看多機に対しまし

て、情報共有の機会を提供して、安定的な運営を図っていただくということを目的とし

て連絡会を実施いたしました。今年の３月１１日にオンラインで開催しまして、５６名
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の参加がありまして、区市町村担当者は３１名の参加がありました。 

  この連絡会につきましては、今年度も実施する予定となっておりまして、後ほど議題

のところでご意見を頂戴できればと思っております。 

  令和３年度の訪問看護推進総合事業の実施状況については以上になります。 

  続きまして、資料の６をご覧ください。 

  こちらは、令和４年度の訪問看護推進総合事業について、取組内容を簡単にご説明い

たします。事業名の横には、隅つきの括弧で、今年度の予算額と規模を記載してござい

ます。 

  まず一つ目の訪問看護人材確保育成事業として、（１）から（５）までの取組を実施

いたします。 

  まず、地域における教育ステーション事業として、引き続き、都内１３か所の教育ス

テーションを指定しまして、こちらにあります取組を行っていきます。 

  次に、管理者・指導者研修につきましては、昨年度から開始した育成定着推進コース

につきまして、昨年度の１コースから、今年度は２コースで実施いたします。既にこの

育成定着推進コースにつきましては、研修がスタートしておりまして、２コース併せて

１７７名の申込みがありまして、１５４名の方に受講の決定を出しております。定員の

都合がありまして、全員の方に受けていただくことが難しかったので、この研修の受講

を要件としている新任訪問看護師の育成支援事業の補助金の申請をするステーションさ

んを優先するなどいたしまして、人数を調整させていただきまして、１５４名という人

数になっております。 

  それから、訪問看護人材確保事業につきましては、昨年度に引き続きまして、東京都

看護協会に委託して実施いたします。 

  ２番の訪問看護ステーション代替職員確保支援事業につきましては、引き続き研修受

講や産休・育休を取る際の代替職員の確保に必要な経費について補助を行います。 

  ３番の訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業、４番の新任訪問看護師育成支援

事業につきましても、引き続き補助を行ってまいります。 

  最後に、５番の看多機に係る連絡会につきましても、区市町村の担当者と、看多機の

管理者などを対象に、今年度も実施する予定となっております。 

  事務局からの報告事項は以上になります。 

○山田部会長 ご説明ありがとうございました。 

  本報告内容につきまして、ご意見、ご質問がございましたらば、どうしたらいいんで

すか。手を挙げる、声を発するなどしてくださいませ。お顔が分からないので。 

○阿部課長 挙手、手を挙げるというボタンがあろうかと思いますので、もし可能であれ

ば押していただければと思います。 

○山田部会長 平原さん、手を挙げましたか。 

○平原委員 はい。平原です。 
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  一つ確認なんですが、令和３年もそうだと思いますし、恐らく令和４年もかなと思っ

て確認なんですが、一定の規模の小さな規模に限って支援するということだったかと思

いますが、それがちょっと記載されていなかったので、ご説明いただけたらと思います。 

○山田部会長 支援というのはどの項目のお話でしょうか。 

○平原委員 事務職とか、妊婦さんとかの代替職員のこととか、先ほどの事業の支援のど

れが制限というか、小さなステーションにということで、たしか数年前に変更になった

と思うんですが、それをお願いいたします。 

○山田部会長 事務局、その辺りの細かい対象者の要件などは分かりますか。 

○大塚課長代理 はい。常勤換算で７人未満という要件がございますのが、訪問看護ステ

ーションの代替職員、研修と、それから産休・育休のときの代替職員の確保支援事業。

それから、新任訪問看護師の育成支援事業。こちらも同じ常勤換算で７人未満のステー

ションさんが対象となっております。 

  こちらは、おっしゃっていただいたとおり、昨年度から要件を設けまして、今年度も

特にその要件は変更せずに補助受付をしております。 

  以上です。 

○山田部会長 平原様、大丈夫でしょうか。 

○平原委員 はい、ありがとうございます。 

○山田部会長 ではそのほかご質問。 

  羽石さん、どうぞ。 

○羽石委員 羽石です。よろしくお願いいたします。 

  ちょっと２点確認があるんですけれども、まず、地域における教育ステーション事業

の中で、医療機関での訪問看護師研修、介護・医療連携研修というのが、比較的、アン

ケート等も含めて、好評だったというふうには思っているんですが、先ほどの報告では、

勉強会のほうは結構、かなりの人数がご参加されている状況にはありますと。 

  ただ、そこのほかの二つの部分については、ある意味、その人数がまだ少ないかなと

いうふうなご発言でしたけれども、そこを何か、ここにいらっしゃるたくさんのステー

ション、教育ステーションの方もいらっしゃいます。何か課題があって、やっぱりここ

ら辺を、介護と医療の連携の中では大事な部分ではあると思うので、そこら辺を何か、

皆さんからご意見があれば、何か改善できる部分があるのかどうかを確認したいのと、

４番目の認定看護師の資格取得支援事業なんですけれども、これが比較的、令和５年予

定では、取得予定者２名というふうになっているんですけれども、ここはやはり看護の

専門性としてはなかなか取りにくい状況にあるんでしょうか。むしろ現場としてはそう

いうスペシャリストの方が地域にたくさんいらっしゃるということは、非常に有効性が

高いというふうに思うんですけれども、そこら辺はどうでしょうかというところをちょ

っと確認したいと思います。 

  以上です。 
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○山田部会長 ありがとうございます。１点目については、多分、検討事項のほうでご議

論いただく内容になりますので、そちらにお引っ越しをしてもいいですか。ありがとう

ございます。 

  認定看護師が２名と少ないけれどもどうなんだということでしょうか。これについて、

事務局、何かご意見はありますか。２名は例年どおりでしたっけ。 

○大塚課長代理 事務局です。 

  令和５年に資格を取得される予定の方は、分野としては訪問看護１名と、緩和ケア１

名の方ですね。昨年度は、この認定訪問看護師の教育機関が休校になったりというふう

に聞いておりますが、ただ、今年度は再開されたところもあるようですので、実積とし

てはほぼ例年どおりぐらいにはなっております。 

○山田部会長 ありがとうございます。そもそも母数がそんなに多くないのと、ほかにも

補助金を受けて就学している方たちはいらっしゃるので、この２名だけということでは

ないと思っています。減らないことを望んでいます。ありがとうございました。 

  では、お時間もたってまいりましたので、次、議題に入っていきたいと思います。 

  阿部課長よりご説明お願いしていいでしょうか。 

○阿部課長 それでは、資料７、東京都訪問看護推進総合事業に係る検討事項の、資料７

をご覧ください。本日ご意見いただきたい事項が２点ございます。 

  まず１点目でございますが、上段にありますけれども、介護医療連携研修についてで

ございます。 

  介護医療連携研修につきまして、教育ステーションにおけますモデル実施ということ

で、令和３年度と今年度の２年間実施していただきます。研修の詳細につきましては参

考資料の８、それから昨年度の実施結果につきましては参考資料の８－２としてお配り

しておりますので、併せてご参照いただければというふうに思います。 

  まず、当初この研修で想定しておりました実施方法ですが、研修生となる訪問介護員

の方、訪問看護師の方などの関わる方につきましては、都内全体から広く募集をかける

予定でございました。 

  ただ、コロナ禍ということもございまして、同行訪問先のご利用者の理解もなかなか

得難いということから、日頃からお付き合いのあります教育ステーションと訪問介護事

業所からお互いに研修生を出していただいた事例が多く、結果といたしまして、同じ地

域で活動していらっしゃいます訪問看護師と訪問介護員の方々が、お互いに同行訪問を

するということとなりました。 

  研修後のアンケートでは、「１人の利用者に対して、他の職種がどのように関わって

いるかを同行訪問により知ることで、より連携力が高まる」などの効果が、ご意見が見

受けられました。 

  結果としまして、資料７の左上に太字で書かせいただいておりますが、このような研

修を実施する規模としましては、同じ地域、つまり活動している地域、基盤としている
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地域が同じ場所で行うと効果的であるということが改めて分かった次第でございます。 

  本年２月の部会におきましても、委員の先生方より、教育ステーションで規模を増や

すというよりも、地域で実施した方がよいですとか、モデル事業の単位としては区市町

村レベルがとても効果的であるというご意見を頂戴しているところでございます。 

  これらのことを受けまして、今後の展開ということで、資料右上に記載しております、

令和３年度と令和４年度にモデル実施を行った上で、来年度以降につきましては、実施

結果やノウハウなどの取りまとめを行い、区市町村などに情報を展開してはどうかとい

うふうに考えてございます。 

  本日ご検討いただきたいことといたしまして、その下になりますが、東京都としての

モデル実施でございますけれども、今年度で終了となることから、今後の方向性につき

ましてご意見を頂戴したいと思ってございます。東京都としましては、モデル実施によ

り一定のノウハウや課題等を把握できたことを踏まえ、地域で取り組めるように、区市

町村などに働きかけを行ってはどうかというふうに考えてございます。また、ノウハウ

などを展開・活用する際に工夫、留意すべきことなどあればご意見をいただければと思

います。 

  引き続き二つ目の事項、この下でございます、についてご説明させていただきます。

看多機管理者・区市町村担当者合同連絡会について、でございます。 

  昨年度の案内分につきましては、参考資料１０としてお配りしてございます。また、

昨年度のアンケートのまとめとしましては、参考資料１１のほうをご参照ください。 

  この連絡会の目的としましては、区市町村の担当者については、看多機への理解促進

を図ること。看多機の管理者につきましては、安定的な運営を図るため情報共有の機会

を提供することとしてございます。昨年度はオンラインのほうで実施させていただきま

した。 

  実施後のアンケートでは、看多機の管理者には、「看多機運営の実際」と題しました

事例紹介が特に好評であったこと。区市町村担当者におきましては、看多機に関する課

題の共有の場として活用していただけたことが分かりました。 

  この連絡会は今年度も実施を予定してございますので、その内容について、本日、ご

意見を頂戴いただければと思います。 

  まず経営が安定している看多機から、実際の運営方法を紹介してもらう講義を、今年

度も設けてはどうかというふうに考えてございます。 

  また、看多機の管理者につきましては、昨年度の研修の最後に、ネットワークづくり

を支援する目的で、意見交換の場をオンライン上で設けましたが、少しやりづらかった

というお声もいただきましたので、ネットワークづくりも支援するということでありま

したら、今後の状況にもよりますが、集合形式で開催してはどうかというふうに考えて

ございます。 

  また、講義内容につきましては、区市町村の課題共有の場として活用いただきますよ
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う、引き続き看多機の現状を説明する講義を設けたいと考えてございます。 

  以上、ご検討いただければ幸いです。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○山田部会長 ご説明ありがとうございました。 

  では、１点目の介護医療連携研修について、でございます。 

  ２月の検討会のとき、大分ご意見が出ました。モデル事業が今年度で終了ということ

なんですが、事例の数がとても少ないというような状況もありまして、新田先生の言葉

では、こんな悠長なことでいいのかみたいな、そういうご意見が前回出ておりました。

モデル事業を終えて本格稼働というふうになるんですよね、次年度から。その理解は大

丈夫でしょうか、阿部様。本格稼働するに当たり、どのような仕掛けをつくっていった

らいいかというようなことを、ご意見いただければいいでしょうか。 

○阿部課長 はい。大変失礼しました。これまではモデル事業でございますので、私ども

でということよりは、実際の地域で区市町村様のほうで、実際に地域で実施できるため

には、どのようなことをしていったらどうかということで、ご意見を頂戴できればとい

うふうに思っております。 

○山田部会長 区市町村が主体で行うためにどうしたらいいか、どう働きかけをしていっ

たらいいかというような意見をもらったらいいですか。 

○阿部課長 はい。ありがとうございます。おっしゃるとおりかと思います。 

○山田部会長 いかがでしょうか。 

 白井さんもお願いします。 

○白井委員 新宿区の白井でございます。 

  まさに新宿でもこういった事業を実施しているところなんですけれども、一昨年はコ

ロナで研修を受けていただくのが難しかったです。新宿区においては看多機実習という

ことで、介護職の方々に受けていただいておりますが、令和3年度はいろいろと工夫し

まして、実績としては１０名でございましたけれども、実はそれ以上の方から申込みが

ありまして、受皿がなかなか難しいということで、１０名に絞って受けていただきまし

た。 

  今、この会議で進めていただいているのは、訪問看護ステーションに介護の方が実習

する、また逆に介護の現場で看護師さんたちが、実習するということで、非常にいい事

業だなというふうに思っているところです。区としましては、やはり財政的援助と言え

ばいいんでしょうか、補助をしていただけるとありがたいなというふうに思います。新

宿区、既に看多機の実習は行っているところなんですけれども、今後研修を拡大してい

くとなると、このコロナでなかなか財政のほうも非常に厳しい状況になっております。

予算的には規模はそれほど大きくはないと思うんですけれども、そこにやっぱり東京都

の財政的補助もあるということは非常に心強いです。 

  それから、これまでモデル事業でやっていただいたノウハウを授けていただけると、

取り組みやすいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございました。 

  葛原様、手を挙げてくださいましたか。お願いします。 

○葛原委員 国立市の葛原です。お願いします。 

  こちらの資料なんですけれども、私もやっぱり各地域でできたらというふうに思って

いるんですけれども、ちょっとやっぱりこれも新宿区さんみたいに実際やっているとこ

ろはイメージが湧くと思うんですけど、全くなかなかそこに携わっていない行政として

は、例えばこれ、お一人やるのに、事前準備だとか、実際に行く、そして事後の最後の

カンファレンスまでというと、かなり時間的なものも費やすのではないかなというとこ

ろですとか、あと実際に今回モデル事業をやったときに、これ自体に行政だとか、例え

ば地域包括がどんなふうな関わりをしたかというところも、ちょっと聞かせていただき

たいなというふうに思いました。 

  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございます。 

  白井様からは財政的な補助と、あとノウハウが欲しいというご意見でしたので、その

ノウハウに関して、葛原様もそのノウハウについてということだと思いますので、その

辺り実際に関わった方、どなたかご発言いただけますでしょうか。前回の会議では、丸

一日は時間が取れなかったとおっしゃっていましたね。半日単位で一回訪問を行って現

場に戻るみたいな、そんなことだったらしいですけれども、平原さんですか、その辺り

の実際の様子を少しご説明お願いいたします。 

○平原委員 はい。うちの教育ステーションでモデルをさせていただいて、やはり日頃連

携している、サ責の方がやはり手挙げというか、サービス提供者の方なので、とても忙

しいんですよね。時間を合わせるのがとても大変で、日程の、とても期間が短かったの

と、コロナがちょっと収まった第５波の年末ぐらいに向けてでしたので、割と動きやす

くはあったんですが、そのサ責の方が朝一番に８時半に入るときに合わせて看護師がそ

の時間にお伺いをしたりとか、あるいは看護師が夕方の５時くらいに合わせてきてもら

うとか、割と日中それぞれ動きながら、割と調整しやすいのがそんな時間帯だったりも

したんですけれど、そういう無理が効いたのは、日頃連携している方たちだった、お互

い顔は知っていて、職員もよく知っているという関係性で、結構コミュニケーションが

取れたので、時間を合わせることも割とできたかなという、まず印象なんです。 

  先ほどノウハウというふうにお話されましたが、日程調整ですね。本当に日程調整が

どれだけできるかというところで、結構北区はＭＣＳを使っていたので、ＭＣＳのほう

で急な変更とか結構コロナ禍でもあって、ヘルパーさんのお休みとか、急にサ責がもう

入んなきゃいけないとか、そういうリアルタイムな連絡でＭＣＳを使えたという、裏技

的なところでやらなければ、コロナ禍ではそういったことになってしまうかなと思いま

す。ですから予定どおりにきれいにいくわけではなくて、急にヘルパーさんのお子さん
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がコロナになっちゃってとか、そういったところもやっぱりまだ、今だんだん増えてき

ていますが、今年度もまだそういう影響があるので、どれだけ連絡し合えるかというと

ころかなと思いました。 

  ただ、行政単位で行えるようになると、日頃区単位で動いていますので、団体ごとの

ですね。そういった連携の中で、反対に制限されたほうがやりやすいというか、今回圏

域がちょっと広かったので、教育ステーションのエリアとしてはですね。北区というふ

うな一つの行政区で今後やりやったり、連絡し合ったり、会議のときにちょっととか、

そんなことのほうがやりやすいのかなとは、印象です。 

○山田部会長 ありがとうございます。３か所ペアを組んでモデル事業をなさったとのこ

とですが、３か所で共通した何かマニュアルとか、手順書のようなものはあったんです

か。 

○平原委員 共通したものの成果物は、ちょっと私は見ていなくて、作れていないんでは

ないかなと思うんですが。 

○山田部会長 時間を合わせたり対象者を選んだり、対象の方に説明をしたり、訪問先で

どのようなやり取りをするのかとか、振り返りをどういうふうにするのかとか、あと終

わったところでのアンケートを取るのか取らないのとか、そういう決まり事というのは

３か所ばらばら、それぞれやっていたということでしょうか。 

○平原委員 それは一定の、全三つのステーション、三つの事業所で集まって説明を受け

て、一つの流れではやっていたかと思います。それぞれが恐らく、とても日頃連携して

いる事業所を選んで、初めてだったので、そういったこともありスムーズにできて、満

足度が高かったと思うんですが、都のほうで流れとしての一案を出していただいて、大

枠はそれに基づいてやっておりました。 

○山田部会長 ありがとうございます。今のお話を聞いて葛原さん、いかがでしょうか。 

○葛原委員 ありがとうございます。よく分かります。日程調整とかが大変ということも

ありということなんですよね。やっぱり忙しい現場の中で、でもこういったものをやる

といいんだという、やっぱりモチベーションが上がると、手を挙げるところも出てくる

のかな、なんていうふうに思っていて、そこのところとかは、何か仕掛けていくに当た

って、何かヒントとかがあれば、何かちょっとすみません。新たな質問でお願いします。 

○山田部会長 やる気を起こす仕掛けですか。多分、実際動きますよというと、東京都か

ら各市区町村に、こういう交換で交流をしながら研修をすることをやってくださいね、

みたいな通知が行くということなんですか。それだとあまりモチベーションが上がらな

い感じがするので、どのように、これはやったらいいですよみたいな、そういう宣伝を

していくのかというのはどうなのでしょうか。 

  まずは阿部さんにお伺いします。行政の手続上、どんなふうになるんでしょうか。 

○阿部課長 手続上で大変恐縮なんですけれども、各区、各市、町村など、課長会とかで

ご説明をまずきちんと申し上げ、実務的には何らかの説明会みたいなものを開きつつ、
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先ほど過去の事例とかも共有していただきたいという白井様からのお話もございます

が、当然そういうこともご説明をしつつ、丁寧にご説明したいとは思っておるんですけ

れども、それがやる気を起こさせる仕掛けなのかと言われると、不十分だとは思います。

そこは何か実際にやられていた、先ほど平原委員の貴重なご意見もいただいておるとこ

ろですけれども、今までの成功事例のようなものを集めて、やっぱりそれも共有すると

いうことになるんだと思うんですけども、お示しできればなと思うんですけど、すみま

せん、ジャストアイデアがなくて恐縮でございます。 

○山田部会長 ありがとうございます。 

  ケアマネジャーの立場で何か現場の訪問看護ステーションと訪問介護事業所が一緒に

研修をしたらいいよというような、そういうアピールをするタイミングはおありでしょ

うか。 

  鈴木先生、手を挙げていらっしゃいますか。 

○鈴木委員 手を挙げていました。もしよかったらケアマネジャーさんの方の発言を優先

してください。 

○山田部会長 先にいいですか。すみません。 

  小島さん、いかがでしょうか。 

○小島委員 ありがとうございます。私の周りでは確かにおっしゃっているような、ちょ

っと関わりの深い二つの事業所というのは、やりやすいだろうなと思うんですが、一緒

に来てもらえるといいなと思ったのは、やっぱり状況として褥瘡がひどくなってしまっ

たというようなときのこととか、ちょっとこの頃、起き上がる動作が難しくなっている

んだよねとか、そういう現実があるところで、そこに関わっている二つの事業所が顔を

会わせてもらえるとうれしいなということはありました。なかなか難しいかもしれませ

んが。 

○山田部会長 それは日常的な連携の中ではできにくいことなんでしょうか。 

○小島委員 いえ、そんなことはないですが、日常的に介護保険の中でやると、同日、同

時間に一緒にということはできにくいので、写真を送ったり、いろんな別の方法で情報

共有をしますが、同じ場に顔が会わせられるといいなということを感じたことがありま

す。 

○山田部会長 そうですよね。訪問介護が入っていて、訪問看護が入っていない事例でお

困りなときに。研修目的でというのはどうなんでしょうかね。今のような具体的なお困

り事がある事例を共有するということはどうでしょうか。 

  カラーズ田尻さん、お手が挙がりました。お願いします。 

○田尻委員 介護事業所側です。 

例えばこの研修に参加した事業所はすごく看護と連携が取りやすい事業所ですみた

いな、お墨つきをもらえたりとか、そのようなことがあると事業所的にもその後介護と

看護の連携のお仕事をもらいやすくなるかもしれないなど、少しモチベーションになる
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かなと思いました。すみません、すごくレベルの低い話で。 

○山田部会長 いいえ、看護と介護の連携の仕事というのは、どういうことですか。 

○田尻委員 ターミナルケアとか、介護と看護、両方入るケアプランのときに、声をかけ

てもらいやすくなるというように、効果が期待できると、訪問介護事業所も少しやる気

が出たりするかなと思いました。 

○山田部会長 なるほど。それは訪問介護事業所の宣伝文句として、本介護事業所は訪問

看護と強い連携の下、運営していますとか、そういう宣伝文句を公表してもよろしいん

でしょうか。それは規制されないんでしょうか。だとしたらいいですよね。 

  阿部課長、どうですか。 

○阿部課長 すみません。ちょっとさっきから聞かせていただき、考えていたんですけど、

研修を受けられたということは全く持って事実ですので、そういう実際にやられている

ということは、全然誇大広告でも何でもないので、それを何らか、ホームページとか、

何かで出されるということは、全然問題ないんじゃないかなとは思います。あとそこで、

何かお墨つきはなかなかちょっと、すみません、にわかに、何らか私どものほうで公表

するとかという手段は考えられなくはないとは思うんですけども、いつも難しいところ

ではあるんですけれども、何らかお伝え、公表するとかということはできなくはないの

かなというところではございます。 

○山田部会長 ありがとうございます。 

  小島さん、先に手が挙がっていましたから、どうぞ。 

○小島委員 私も田尻さんの意見は支持したいなと思いました。ちょっと困り事があるよ

うなケースの場合には、そういう介護事業所を選んで入れたいなという気にはなると思

います。それと、訪看さんとの連携がもうやったことがあるよとかいうところは、私た

ちにとって強みじゃないかなというふうに思っております。 

○山田部会長 ありがとうございました。 

  では、鈴木先生と秋山さんと両方、手が挙がっていますが。 

○鈴木委員 秋山さんから先にお願いします。 

○山田部会長 ありがとうございます。秋山さん、お願いします。 

○秋山委員 先ほど、白井参事が新宿区の看多機での介護員の研修というのを先行してや

ってくださっていまして、それは吸引とか経管栄養とか、そういうところに少し特化と

いうわけではないんですけど、そこを狙っての実習研修というのを受け入れています。

主にやっぱり介護の方が実習もできるということで、対象者がいるときにお受けしてや

っているというところです。だから、それはその後の資格といったらおかしいですけど、

そういうものと連動するので、それを狙って手を挙げてくださる方がいらしたというと

ころですが、それもコロナ禍でなかなか対象がなくて、難しかった面もあります。 

  あと、看多機の場合は、訪問介護と訪問看護と、つまり出ていって自宅でのケアもし

ているので、そういう意味では実習研修自体は組み立てやすいんですけれども、でも
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丸々一日というのは、やっぱりお互いに厳しいところがあって、やっぱり半日単位かな

という辺り、そこはそれぞれで工夫が必要ではないのかなと思いました。 

  そういう意味では、介護事業所の方と組んでのモデルは、東久留米の白十字が受けて

いたんですけれども、やっぱり日程調整が難しいという話は聞いております。具体的に

どんなふうにしたかまでは、私もそこまでは聞いていないので、お話しできないんです

けれども、でもやっぱり同じ地域の、日頃から組みやすいところとやって、効果は上が

ったという話でした。行政の方がそこを理解して、やはり補助がつくと手挙げがしやす

い。やっぱりお金の面が気にかかります。 

  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございました。 

  では、鈴木先生、お願いいたします。 

○鈴木委員 僕の意見は市区町村へのおろし方の話なんですけれども、市区町村におろす

際に、この事業に関して言うと在宅医療推進協議会にダイレクトにおろしていったほう

が少しスムーズに回るかなと。多分どこの地域でも在宅医療推進協議会が立ち上がって

いると思いますので、そこに流していただいて、そこのそれぞれの在宅医療推進協議会

が仕事としてやるという、そういう形のほうが受皿としてはいいかなと思ったので、そ

の点だけ発言させていただきます。 

○山田部会長 ありがとうございます。これ各市区町村に１個ずつあるんですか。二次医

療圏に１個あるんですか。 

○鈴木委員 大体、市区町村に１個持っているはずなんですけどね。ないところもゼロ、

ないとは言い切れないんですけど、多分どこの市区町村でも、とっくに立ち上がってい

ると思います。 

○山田部会長 なるほど。 

○新田委員 最初に、この協議会がつくられた初年度に全２３区、区市町村に在宅医療推

進協議会をつくるということで、モデル事業から始まって、今、鈴木先生の言われるよ

うに、あるというふうに思っています。 

○山田部会長 分かりました。ありがとうございます。そこに各課長が情報を流してくれ

たらいいということですかね。そうではなく、いろんなルートでここにたどり着いてく

れればいいということですかね。 

○鈴木委員 そこを担当している所管がありますので、それぞれの区で。そこのところに、

もしよかったら在宅医療推進協議会の仕事としてやってほしいということを伝えると、

大体在宅医療推進協議会の会長は医師会の人間が担っているものですから、その号令下

でやらざるを得ないというような形になっていくんじゃないかなとは思うんですけど、

いかがですかね。 

○山田部会長 その推進協議会に関わっている方とか、いらっしゃいますか。 

○鈴木委員 私は大田区の会長です。 
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○山田部会長 なるほど。じゃあ大田区は大丈夫ですね。 

○鈴木委員 大田区は田尻さんのところもありますし、全然問題ないです。 

○山田部会長 なるほど。その在宅医療推進協議会のお集まりというのはあるんですか。 

○鈴木委員 年に３、４回あります。 

○山田部会長 じゃあ、そこで鈴木先生が音頭を取ってくださるということでしょうか。 

○鈴木委員 ということです。 

○山田部会長 分かりました。よろしくお願いいたします。 

○新田委員 鈴木先生と同じで、よろしいでしょうか。 

○山田部会長 はい、どうぞ。 

○新田委員 同じように国立でも、もう歴史が長いですよね。それで事業者連絡会、全部

入っていますし、訪問看護の人たちの代表、そして訪問介護の代表、住民も含めて全部

入っていますので、もちろん医師会も入っていますので、この話はしやすい場所です。 

○山田部会長 よかったです。ご提案ありがとうございました。 

  それでは、次、手を挙げてくださったのが佐川様。 

○佐川委員 ありがとうございます。東京都看護協会というよりも、前職が行政におりま

したので、今まではモデルのときは東京都が主導権を取って一律に一つの方針でという

ことだったんですが、これから各区市町村、２３区、２６市に下りていくことになると、

それぞれ受皿が違ってくるだろうというふうに思っております。 

  先ほどから出ておりましたやり方ですね。手法について今までの経験があると思いま

すので、これは東京都様、取りまとめていただいて、例えば手法について周知をどうす

るかですとか、そういったことも含めて、何か一つガイドラインとかマニュアルみたい

なのが一つあるといいかなというふうに思いました。 

  二つ目ですが、やはり各自治体、幾つか全部任せると、やはりあってはならないけれ

ども、格差というのが出てこないとも限りません。ですので、そこら辺のＡ自治体では

どういうふうに進んでいるか、Ｂ自治体ではどういうふうに進んでいるかというところ

の確認という、モニタリングでしょうか、そういったところは、やはりそこら辺が東京

都さんのほうでやっていただけるのでしょうかというのが、確認の二つ目でございます。 

  それから、今までのご意見の中で、やはり連携しやすいところからやっていきましょ

う、それは当然のことですし、モデル事業の中でもそうしてきたかと思うんですが、や

はりこの事業はいろんなところが、やりやすくないところでも、やはり協力してやって

いくというのも、すごく大事なところかなと思いますので、各区市町村があまねくいろ

んな事業所を、この事業に協力していただける、出していただけるというような、そう

いった協力体制もお願いできるといいのかなというふうに思いました。 

  以上、３点でございます。 

○山田部会長 ありがとうございます。マニュアル等を公表できるかということが１点目

でしたかね。それは事務局にぜひご検討いただきたいところではあります。よろしいで
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しょうか。 

○阿部課長 そこは、今日、ただいま佐川委員から貴重なご意見をいただきましたので、

そこはそれぞれ検討したいと思います。ありがとうございます。 

○山田部会長 ２点目の確認というのは、格差がありまして、地域の格差についてご指摘

されたのかな。ちょっとこの辺り私は分からなかったので、もう一回佐川さん、お願い

できますか。 

○佐川委員 今までは東京都さんが一律１本の方針でということだと思うんですけど、各

区市町村が、その意向を引き継いで、各市町村が主体となって動く場合には、Ａ自治体

とＢ自治体とＣ自治体、それぞれやり方も違いますし、数も違うと思うんですけれども、

やらない自治体はないとは思うんですけれども、そういった進行について、やるやらな

い、それから数としてもどれくらいやったのかといったところも含めて、各、そこら辺

の取りまとめというか、確認というか、モニタリングは東京都さんのほうでやっていた

だけるのでしょうかという質問です。 

○山田部会長 ありがとうございました。引き続き阿部課長、いかがでしょうか。 

○阿部課長 先ほど新田先生、鈴木先生からの、それぞれ区市町村の在宅医療推進協議会

のほうにおろしたらいいんじゃないかみたいなお話をいただきました。ありがとうござ

います。 

  行政は、すぐ縦割りになってしまうんですけれども、今日も医療政策部の島倉課長と

か入っていただいていますので、連携してやっていければなというふうに思っておりま

す。各区市町村が今実際にどうなっているんだという細かい情報を正確に把握するのは

なかなか東京都としては難しいところではあるんですけれども、いろいろ情報を把握す

る手段はあろうかなと思っておりますので、あまりにも格差が激しいと、佐川委員がお

っしゃっているように、それはそれで非常に問題になりますので、どこまでやれるかと

いうのは、ぱっとお答えできないんですけども、連携して対応できればなと思います。 

  島倉課長、何かコメントございますか。 

○島倉地域医療担当課長 すみません、島倉です。 

  在宅医療推進協議会は各市町村であるのは、そのとおりだと思いますので、すみませ

ん、私も具体に担当の一覧とかというのがどうあるかというのは、まだ確認していない

んですけど、確認して、その辺は連携してやっていければと思っていますので、よろし

くお願いします。 

○新田委員 私から発言していいですか。 

○山田部会長 はい、どうぞ。 

○新田委員 在宅医療推進協議会と政策の中で、皆さんご存じのように医療介護連携の

（ア）から（ク）の事業があったということを、もうお忘れでしょうか。そこで、東京

都の方で全部調べて、各区市町村にアからクでどこまでできているかという、丸づけ作

業をやったことがあるんですね。そして、最初の１年目はほとんどできていなかったと
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記憶しているんですが、その２年後には皆さん丸をつけ始めたんですね。（ア）から（ク）

の連携の中で、単に（ア）から（ク）の字面の中身の丸づけじゃなくて、さらに詳しく

東京都で項目を上げて、それをできていますかというところで、確かにこの介護医療連

携とか、ちょっとまだできていないねとか、そういうようなことが何年か前にあったの

で、島倉課長がちょっと調べて、さらにもう一度これはそこに立ち返る話でもあるわけ

ですよね。市町村にまたアンケートを取ればいいと思うんです。ただ、取るだけじゃな

くて、それをオープン化する作業も東京都でやっていただいたんですね。だから東京都

のホームページに区市町村がどこまでできているかという、もちろん区市町村差別があ

るので、差があるので、それはそれでいいじゃないかということを東京都も了解して、

区市町村の、いわゆるどこでやっているかというものをやった経過がありますので、も

う一度そこは必要かなというふうな気がして発言させていただきました。 

○島倉地域医療担当課長 ちょっと確認させていただきます。 

○新田委員 はい。 

○山田部会長 ありがとうございました。 

  それでは、羽石さん手を挙げてくださっていますか、ずっと。 

○羽石委員 はい、すみません。先ほど佐川委員もおっしゃっていたように、私もちょっ

と各区の地域格差がちょっと気にはなっていて、私の住んでいる江東区は平成３０年か

らずっと、もちろん看多機についてはこの事業はありませんというのがずっと掲示され

ている区です。実際、在宅医療云々というところでは、パンフレット等は作っておりま

すが、特に今回の介護医療連携研修等については、やはり地域格差、東京都民に対する

支援というふうに全体的に考えていただいて、ある意味、東京都がもうトップダウン方

式で、各区市町村の努力モデルというか、努力数というか、何かそういったものを出し

てもらったほうが、自治体によっては仕方ないレベルであったとしても動くのかなとい

うふうには思ったりなんかしました。 

  いい事業なので、できるだけ長くつなげて広げてほしいと思います。 

○山田部会長 ありがとうございます。目標値などを定められるかということですかね。

それは最初に財政的な援助が必要というご意見がありましたけれども、その辺も含めて

東京都がこの事業に関わるという、そのお立場としてはどうなるのでしょうか。 

○阿部課長 今日、会議をやった大きな目的の一つとしては、今後の予算要件につなげて

いくという点も当然ございますので、今日、白井委員や、その他委員の先生方からも財

政支援が非常に重要だというお話も頂戴いたしましたので、今、私の権限で財政支援し

ますというふうに申し上げるのは非常に難しいんですけれども、ここの予算要求に向け

て、モデル事業は一旦終了ということになりますので、次につなげられるように構築し

ていければなというふうに思っておりますので、またそれ以外にも何かご意見がありま

したらいただければというふうに思います。 

○山田部会長 ありがとうございます。 
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  佐川さんから３点目の確認事項がございまして、やりやすくないところでも、この事

業に取り組めたらいいですねということでしたんですけど、そこはやりやすいところか

ら始めたらいいよという、そのノウハウの一つだと思うんですけれども、それをどうい

うふうに各自治体が広げていくのかと、そこはお任せすればいいのかなというふうに思

いましたが、いいでしょうか。そんな感じで。 

  やったらいいよというようなことが、広がっていくということが大事なんですね。そ

れを知恵を出し合って情報共有会をするのか、東京都訪問看護ステーション協会の中の

支部の中で情報共有をしていったり、というようなことがいろいろ網羅的に出てくれば、

やりたいという手が挙がってくるような気がいたしますので、そこら辺りは椎名さん、

どうでしょうか。 

○椎名委員 すみません。もたもたしていて。椎名ですけれども、山田先生が言われたよ

うに、多分情報共有をする場としては、ステーション協会で皆さんに、今回６事業所だ

けで、実は私とかもやりたかったんですけれども、何かもうモデルをやるところは去年

度はもう決まっていて、できなかったりとかしたので、やりたいところも結構あるんじ

ゃないかというふうに思いますし、情報共有の場とかは、こちらのステーション協会と

かで皆さんにご案内とかを差し上げることはできますので、ご活用いただければと思い

ます。 

  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございます。いい感じです。多分、各市区町村に教育ステーシ

ョンはないので、そうではないステーションが手を挙げてというようなことになってい

くので、その辺りを今回モデル事業をやったところの経験をやっぱりマニュアルのよう

な、少し書き物として起こしていただいて、それを活用して広がっていったらいいかな

というふうに思いました。ありがとうございます。 

  手が挙がって新と書いてあるのは新田先生ですか。手を挙げてくださっている、丸新

さんは新田先生ですか。 

○白井委員 すみません。新宿区の白井だと思います。違いますか。大丈夫でしょうか。 

○山田部会長 失礼いたしました。どうぞ。そうです、お願いします。 

○白井委員 先ほど鈴木先生と新田先生から、在宅医療推進協議会におろしていくのがい

いんじゃないかというご意見があったかと思います。ちょっと私、新宿区で考えたとき

に、同じ名称の会議がなくて、うちは在宅療養の部会かな、なんてちょっと思ったんで

すけれども、機能的には同じような会議を各自治体でそれぞれ違った事情でやっている

ところもあると思いますので、それは一つの例として、自治体に裁量を持たせていただ

けるとありがたいなということを思いました。 

  また、先ほど新田先生がおっしゃっていた（ア）から（ク）については、国からそれ

が出てきていて、何年かモニタリングしながら評価されて、何年までにこれをちゃんと

やることというふうに、ずっと評価されてきたかなと思うんですね。今回のこの研修、
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非常にいい取組だと思いますので、重ねてで恐縮なんですけど、予算をつけていただい

て、その上でしっかりと評価をしていただく。また、そういった情報を、取り組んだ成

果をそれぞれ共有していきながら学ばせていただき、向上させていけるような、そんな

事業になるといいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございます。非常に前向きに考えていただいて感謝でございま

す。 

  では、そろそろ次の課題に行ってもいいでしょうか。看多機の連絡会のことについて

でございます。検討していただきたいポイントは、次年度以降どのようにこの連絡会を

運営していったらいいかということでしょうか。ここの資料７に書いてございますのが、

経営が安定している看多機から運営の実際を知らせてもらうということと、ネットワー

クづくりをするということですかね。講義をする場を設けてはいかがというようなこと

なんですが、どうでしょうか。 

○新田委員 秋山さんが言わないので、僕がちょっと言いましょうか。 

○山田部会長 お願いします。どうぞ。 

○新田委員 実は看多機が私のところもやっているんですが、看取り率がすごく高くなっ

ているんですね。今、やっぱり高齢者の独居の人たちが増えてくる中で、在宅看取りが、

やっぱり困難例が増える。そしてそれが看多機で看取る。ほとんどこの人たち病院へ行

かない。病院を必要としない人たち。病院は必要としていないという何かといったら、

超急性期の医療を必要としない人たち、看多機では医療、例えば肺炎治療等々、全部 

行うことができる、慢性心不全も含めて。十分できる。その結果、看取りもなるという、

そういう意味での看多機の有効性というのは、ますます重要になるだろうと。 

  ただし、その看多機の質はそれぞれの地域、その中身において質がピンからキリまで

違うだろうというふうに思っていて、そこの中で働く看護師さんの質も多く違って、そ

の辺りを看多機の連絡協議会というのは、やっぱり東京都のこの中では質の管理も含め

て、増やすと同時に質も含めて、地域に根差すという方向をきちんと行い、どうしたら

いいのかという。看多機をきちんとすれば、最初は赤になるという経営と言われていた

のが黒字になります、必ず。なぜかというと、そういったような患者さんがどんどん入

ってくるので、実はもういっぱいいっぱいで看多機には入れない人のほうが多くて、看

多機を出るところがなくて、実は困っているという。その中で独り暮らしの人を迎える

んだけど、重症化している人が多い。家に帰してもなかなか見られない。今度は帰す場

所がないという。看多機のさらに看多機が必要になるという。グループホームを造った

ときみたいな、そのような矛盾に陥っているんですね。 

  というようなことも皆さん恐らく共有しているんじゃないかなと思って、そんなこと

も含めて話されたらどうでしょうか。秋山さんに後、任せます。 

○山田部会長 秋山様、いかがでしょうか。連絡会をどういうふうに運営していったら、
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今のような状況に対応することができるんでしょうか。 

○秋山委員 やっぱり地域特性がかなり出ますね。もう一つは、看取りが多いということ

もなんですけど、それ以外にというか、退院直後の非常に不安定な時期に看多機を利用

して落ち着くところまでいって、逆に看多機を一旦卒業し、普通の介護保険や医療保険

での訪問看護、介護を利用して過ごすことができる、そういう退院直後のニーズに応え

る。家に住むではなくて、そこの安定というか、そういう意味では看多機、とても入っ

たと思ったらまた出て、また入れ替わるので忙しいんですけれども、とても重要な役割

だということで、今、頑張ってやってくれています。 

  そのことも併せて、やっぱり内容が、中身がやっぱり問われる時代になっているので、

連絡会がうまく機能して、お互いにやっていることの中身がもう少し分かれば、質の担

保ができるかなと思ってはいるんですけれども。 

○山田部会長 お互い情報交換をして、質を高め合っていくということに、この連絡会が

拠点となっていったらいいかなということですか。 

○秋山委員 はい。 

○山田部会長 この運営は、今は東京都主導なんでしょうか。看多機管理者が自主的に運

営するというところまではいっていないということですか。 

○阿部課長 はい。連絡会自体は私どものほうで主催をさせていただいております。現時

点においては。 

○山田部会長 現時点では。それは将来的にどうなるんですか。 

○阿部課長 まだ今ちょっとそこが定まっていないので、そこも何かご意見があれば頂戴

いただければと思います。 

○山田部会長 東京都訪問看護ステーション協会があるように、東京都看多機協会みたい

ことができていくんでしょうか。あるいはステーション協会が看多機も包含していくん

でしょうか。 

  椎名さん、どうぞ。 

○椎名委員 ありがとうございます。ステーション協会としては、その訪問看護ステーシ

ョンが看多機をやっているので、そもそもは包含されているというふうに思っておりま

すけれども。ベースで訪問看護ステーションをやっているところが看多機をやっている

ので、会員さんたちで、何でしょうね、それは区別なく、看多機をやっているところも

やっていないところも会員さんだというふうに思うんですけれども、訪問看護ステーシ

ョン協会の中で看多機だけやっているところも、また分科会みたいな何か別物にすると

いうようなものの考え方はちょっとないです。 

  以上です。 

○山田部会長 ありがとうございました。小多機から発生した看多機もステーション協会

に入れるの。 

○椎名委員 訪問看護ステーションじゃないと入れないですね。 
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○山田部会長 連携型ということでしたっけ。 

○椎名委員 そうですね。はい。 

○山田部会長 一体型だと入れないんだ。 

○椎名委員 そうですね。訪問看護ステーションとしての事業所は、ステーション協会に

は入れるような形なので、でも連携型というのですか、とかで訪問看護ステーション、

小多機から発生しているところは事業所としては入れないと思います。 

○山田部会長 そうなんだ。看多機の利用者限定の訪問看護はそこでも行っているわけだ

から、ステーション協会に入れてもいいなと、ちらっと思っちゃいました。ちょっと脇

道にそれましたけど。なので、そういった団体があるので、将来的にこの看多機の連絡

会も訪問看護ステーション協会で、その役割を引き受けるというのはあり得るとは思い

ますが、そこまで東京都の支援をいただいて、活性化を図っていこうというのがここ１、

２年のことなんでしょうか。ちょっと将来展望を考えると、どうなりますか、阿部課長。 

○阿部課長 すみません。いろいろ振っていただいて。ありがとうございます。 

  まだ、この看多機自体が都内全域で３４区市町村の６１か所ということで、私どもは

報告を受けておりますので、まだ数的にも全区市町村にいっていませんので、十分では

ないというところもあろうかと思います。そこら辺を広めつつ、うまく会議として引継

ぎといいますか、回させていただければと思いますけど、もちろん私どもほっぽり出し

たりすることはできないと思っておりますので、そこをうまくつなげられればというふ

うに思っております。 

○山田部会長 看多機がそういう看取りだったり、退院後の不安定な時期を過ごして、家

に帰る、ソフトランディングするために役割を果たしているというようなことは、内々

で了解することも大事ではありますけれども、まだ看多機をやっていない訪問看護ステ

ーションが、それだったらやってみようかみたいに思ってくれることも大事だと思うの

で、この場を看多機限定にあまりしないほうが広がりがあるんじゃないかな、なんて思

ったりしました。 

○新田委員 よろしいですか。 

○山田部会長 新田先生、お願いします。 

○新田委員 看多機の事業所は二通りに分かれるんですね。小規模多機能事業所から来た、

グループホームを中心とした事業所、そして訪問看護と。これ全く違う質を持ってきて

いるんですね。だから、訪問看護ステーション中心としたこの会ではつくるのが、なか

なかいい話だろうけども、実際は全国的に見るとそういう傾向ではないということがあ

って、むしろ地域にふさわしい看多機はどういった事業所がいいのかと、また別な話に

しておいてですね。そして我々のこの案としては地域に看護小規模多機能をつくる、そ

れはもちろんそこのメインの管理者は看護師なんですが、結果として、ですね。という

ような話の具合をちょっと違うように今話が行っているので、ここではやっぱり訪問看

護部会の中で話合いをしているから、やっぱり訪問看護中心になるんだけど、本質は地
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域に必要なのは何かということで考えたほうがいいだろうなという、そういうふうに思

います。 

○山田部会長 ちょっと分からなくなりました。助けてくださる方はいらっしゃいますか。 

  椎名さん、何か話していますか。 

○椎名委員 いえ、じゃあ、少し、何か私もちょっと分からなくなったんですけれども、

そもそもの目的がここに書かれていることと、看多機にいる看護師さんたち同士がネッ

トワークづくりをするということが目的なのか、それとも地域の中で、もっとちゃんと

その地域性に合わせた看多機ができていくことが最終的な目的なのかによって、何かち

ょっとやり方とかも違うかなというふうに思ったんですけれども、どっちなんですかね。 

○山田部会長 なるほどね。地域のニーズに合わせた看多機の在り方というのが、私、ご

めんなさい、うまくイメージができないので、そういったものを出していく、小多機発

生だろうがステーション発生だろうが、看多機として様々なニーズにこのように応えて

いますというのが出てくることが、まずは必要なのかなというふうに思いました。 

  そして、この合同連絡会に期待する成果というのがいろいろあるんだということみた

いですね。数を増やしたいのか、質を上げたいのか、多様性をみんなで共有したいのか。

いろんなことが今の意見の中で出てきたような気がいたしますので、その辺りを汲んで

次年度どうしていくのかというようなことを、もう一息絞っていくのか、広げていくの

かというようなことを考える必要があるのかなというふうに思いましたが、どうでしょ

うか。 

  これは、次年度に向けての検討でいいわけですよね、阿部課長。 

○阿部課長 すみません。具体的にその研修をどうするのかというのは、今年度も入って

ございます。先ほど、今、山田先生がおっしゃったのは、もう少し幅広で来年度以降の

話だとは思うんですけれども。ちょっといろんな議題になっちゃっていて、こちらこそ

申し訳ありません。 

○山田部会長 すみません。いろいろ検討事項があるということですね。非常に期待が大

きい看多機でありますので、いい形で都内に数が増えていくというようなことを支援す

るには、この合同連絡会をどう活用していったらいいかということを考えていこうとい

うことだと思います。その趣旨を踏まえて、今年度の研修会、検討会、講義、勉強会、

よく分からないですけど、それをどういうテーマでどのような場をつくっていったらい

いのかという辺りを、これは次が２月に集まりますので、これを事務局に一任するとい

うことになるんでしょうか。 

○阿部課長 もし、もうこれでよろしければということでいいんですけれども、実際に研

修とかのお声が現場で聞かれていて、こうしたほうがもっといいんじゃないかという、

もしご意見を最後頂戴できればありがたいかなと思っております。 

○山田部会長 大きな話をしちゃいましたけれども、具体的に今年度の研修のテーマ、内

容について、ご意見があれば最後お願いしたいと思います。 
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  秋山さん、どうぞ。 

○秋山委員 秋山ですが、検討事項の一番目に経営が安定している看多機が、とあって、

経営が安定しないというのが、もう看多機について回る感じなんですけれども、先ほど

から聞いていると、やはりそれぞれの地域で看多機が果たすべきこれからの多死社会へ

向けてというか、すごく重要な役割を持つというのを再度、きちんとみんなに知らせる

必要があるというか、それが先に来た上で経営安定というのか、経営がうまくいくよう

に何をすればいいのかよりも、ちょっと何かこの一番最初に経営安定がきているので、

そこはちょっと表現を変えていただく、経営安定は大事なことではありますけれども、

何か、それだけが先行するのはちょっと考えてほしいなと思います。 

○阿部課長 言葉足らずで大変申し訳ございません。要はうまくいっているという言い方

をしたら、また怒られちゃうかもしれませんけれども、それなりにもう進んでいる事業

所様から、これからやっていこう、あるいはもう少しステップアップしていこうという

看多機の事業所の方々に、何かうまい成功事例とかご説明できればという趣旨で一応書

いたので、文言はちょっと整理をさせていただきたいと思います。 

○秋山委員 ありがとうございます。 

  それから、医療との連携なんですけれども、今、本当に訪問看護の対象が医療保険で

の方が難病の方とか、がん末期とか、そういう方々も結構利用する形になりますので、

まさに医療と介護の連携で、介護の人材が本当に集めにくくて、逆に看護は集まるけれ

どもという状況です。何か、その辺も含めて、もう少し看多機そのものをみんなが理解

するという、そういう研修というのがまだまだ必要な、まだ時期ではないかなと思って

いるところです。 

○山田部会長 ありがとうございました。この部会の名称が変わってしばらくたちました

けれども、そろそろ終わるので、全体的なコメントを私からしちゃいたいと思いますけ

ど、ごめんくださいませ。 

  この資料７のタイトルが訪問看護推進の総合事業になっているんですよね。この名称

をそろそろ考え直してもよろしいのかなというふうに思いましたんです。それで、東京

都看護協会にお願いしている交流会、何でしたっけ、訪問看護サミットじゃなくて。 

○佐川委員 訪問看護人材確保事業でございます。 

○山田部会長 そうでした。だからそこも訪問看護だけではなく、看護と一緒に仕事をし

てくれる介護職の人も、人材を確保していくことも含めて考えていくことが必要なのか

なというふうに思いましたので、この総合事業の名称も含めて、今の人材確保のプログ

ラムも含めまして、例えば介護福祉士を目指している人たちをお招きして一緒に勉強し

ましょうとか、現職の訪問介護員の人たちと一緒に講義を聞きましょうとか、そういう

場を一つ一つ増やしていくというようなことに配慮しながら、今年度の事業の推進、あ

るいは次年度の予算確保に向けてご検討いただければいいかなというふうに思いまし

た。 
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  本日、全体を通しまして、何かほかにご意見がある方がいらっしゃったら、ご発言お

願いいたします。いいでしょうか。 

  それでは、そのほかご意見や資料の要求などがございましたらば、事務局にお知らせ

ください。今日は時間が少し過ぎてしまいました。ごめんくださいませ。 

  次回の日程について、阿部課長からお願いをいたします。ありがとうございました。 

○阿部課長 山田部会長、ありがとうございました。また委員の先生方、長時間にわたり

まして、時間が大分超過しまして、本当に申し訳ございません。ただ、また本当に貴重

なご意見をいただきましてありがとうございました。 

  次回、先ほど部会長がおっしゃられていましたけど、２月頃開催したいと思っており

ます。また別途日程調整のご連絡をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

  それでは、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。これから予算要

求とかしていきたいと思いますので、またご意見頂戴すると思いますが、何とぞよろし

くお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。 

（午後 ７時４３分 閉会） 

 



 

1 

 

 

令和４年度第１回  東京都在宅介護・医療協働推進部会主なご意見まとめ  

● 令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日 （ 水 曜 日 ）開催 

● 議 題 

【報告】 

（１） 令和４年度在宅介護・医療協働推進部会の設置について        

（２） 令和３年度訪問看護推進総合事業等の実施状況について     

（３） 令和４年度訪問看護推進総合事業等の実施について  

【議事】 

（１）東京都訪問看護推進総合事業等に係る検討事項について  

（２）その他 

 

【報告】（２）令和３年度訪問看護推進総合事業等の実施状況について    

＜認定看護師資格取得支援事業について＞ 

〇 令和５年予定では、取得予定者２名となっているが、看護の専門性としてはなかなか

取りにくい状況にあるのか。現場としてはスペシャリストの方が地域にたくさんいらっ

しゃるということは、非常に有効性が高いと思う。 

○ この２名だけということではないと思うが、減らないことを望んでいます。 

 

【議事】（１）東京都訪問看護推進総合事業に係る検討事項について 

＜教育ステーション事業における介護医療連携研修【モデル実施】について＞ 

○ 予算的には規模はそれほど大きくはないと思うが、東京都の財政的補助もあるという

ことは（区市町村での実施にあたり）非常に心強い。 

○ 介護医療連携に関する研修に携わっていない行政としては、研修を実施するために、

事前準備や、実際の訪問研修、そして事後のカンファレンスまでというと、かなり時

間を費やすのではないかと思う。実際に今回モデル事業をやったときに、行政、地域

包括支援センターがどのような関わりをしたかというところも教えてほしい。 

○ これまでのモデル事業のノウハウを授けてもらえると、取り組みやすい。 

○ サービス提供者の方がとても忙しいため、時間を合わせるのがとても大変。無理が効

いたのは、日頃連携している方たちだったので、コミュニケーションが取れて時間を

合わせることができたという印象。 

○ ＭＣＳ（インターネット系のコミュニケーションツール）で急なヘルパーさんのシフ

ト変更等、リアルタイムな連絡ができた。予定どおりに実施できるではなくて、どれ

だけ連絡し合えるかというところかと思う。 

参考資料 １－２ 
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〇 丸々一日というのは、お互いに厳しいところがあり、半日単位が妥当かなという辺り、

それぞれで工夫が必要ではないかと思う。 

○ 日頃区単位で動いているため、反対に制限された行政単位のほうが実施しやすい印象。 

 

○ 忙しい現場の中でも、モチベーションが上がると、手を挙げるところも出てくるのか

と思う。そこは、仕掛けていくに当たって、何かヒントがあれば。 

○ 東京都から各市区町村に、こういう研修をやってくださいという通知が行くこと（だ

け）だとあまりモチベーションが上がらないと推測される。 

 

○ 例えばこの研修に参加した事業所はすごく看護と連携が取りやすい事業所ですみたい

な、お墨つきをもらえるようなことがあると事業所的にもその後介護と看護の連携の

お仕事をもらいやすくなるかもしれないなど、少しモチベーションになるかと思う。 

 

＜看多機管理者・区市町村担当者合同連絡会について＞ 

○ 東京都においては看多機の数を増やすと同時に質も含めて管理していただきたい。 

○ お互いに情報交換を行い、質を高め合っていくということに、この連絡会が拠点とな

ってほしい。 

○ これからの多死社会に向けて地域で看多機が果たすべき役割を再度知らせる必要があ

る。それが先に来た上での経営安定、という話ではないか。 

○ 地域のニーズに合わせた看多機の在り方を出していく、看多機として様々なニーズに

どのように応えているのか、という発信がまずは必要かと思う。 

 



地域における教育ステーション事業の実施状況について 参考資料２
■ 教育ステーション受入等状況（令和4年度は11月実施分まで）

■ステーション体験・実地研修の受入状況（教育ステーション*合計）*教育ステーション：２５年度５か所、２７年度９か所、２９年度１３箇所

回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数

28回 477人 28回 934人 61回 2,068人 104回 3,227人 118回 3,590人 120回 3,598人 104回 3,298人 60回 1197人 99回 3,155人 69回 1,871人

平成25年度 平成26年度 平成27年度 令和元年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和4年度（11月まで）令和2年度 令和3年度

■勉強会の実施状況（教育ステーション*合計）*教育ステーション：２５年度５か所、２７年度９か所、２９年度１３か所

■令和4年度 相談業務 計200件

人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数

他ＳＴ勤務者 39人 112日 78人 220日 92人 240.5日 94人 227.5日 85人 230日 95人※2 251日 88人※２ 256日 30人 113.5日 36人 117.5日 27人 82.5日 664人 1,850.5日

医療機関等※1 17人 33日 83人 174日 139人 188日 211人 298日 307人 401.5日 281人 425日 217人 297.5日 29人 48日 51人 83日 58人 72日 1,393人 2,020.0日

離職者 16人 32日 24人 66日 27人 83.5日 24人 75.5日 47人 131.5日 40人 94日 33人 87日 16人 34日 27人 64日 19人 35.5日 273人 703.0日

計 72人 177日 185人 460日 258人 512日 329人 601日 439人 763日 416人 770日 338人 640.5日 75人 195.5日 114人 264.5日 104人 190日 2,330人 4,574日

※１　福祉施設等勤務者や医療機関相互研修分含む   ※２　じっくり訪問看護コース（平成30年度　１人・延べ１１日、令和元年度　3人・延べ35日含む）　

平成25年度(11～3月) 平成26年度 計平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和2年度令和元年度 令和4年度(11月まで)令和3年度

■令和4年度 主な勉強会テーマと参加職種（抜粋）

■令和４年度 医療機関相互研修実施内容 （計４医療機関、訪問看護師５人実施）

テーマ 参加職種 テーマ 参加職種

がんの予後予測について【オンライン】
訪問看護師、PT等、ケアマネ、その他（行政保健師、栄養

士）
ELNEC-Jコアカリキュラム【zoom】 訪問看護師、病院等NS、介護関係者

エコーの演習教室（基礎） 訪問看護師 皮下点滴・血管確保の訓練 訪問看護師

実践！気持ちよく排泄するための体づくり

【オンライン】

訪問看護師、PT等、病院等NS、ケアマネ、介護関係者、

その他（利用者）

在宅酸素利用者の災害への備え、どう支援し

ますか
訪問看護師、病院等NS、介護関係者

症状別フィジカルアセスメント　「息苦し

さ」をケアする【zoom】

訪問看護師、PT等、その他（訪問看護師に転職予定のNS,

老健NS）

人工呼吸器装患者の観察ポイントと看護を学

ぼう
訪問看護師

BCP策定研修【zoom】
訪問看護師、病院等NS、ケアマネ、介護関係者、その他

（事務）
セルフ・コンパッション【zoom】

訪問看護師、PT等、病院等NS、ケアマネ、介護関係

者、その他（薬剤師）

褥瘡勉強会【zoom】 訪問看護師、PT等、病院等NS、ケアマネ、その他

災害看護【zoom】 訪問看護師
訪問看護師、PT等、その他

医療的ケア児の在宅看護のポイント～呼吸ケアを

中心に～【zoom】

教育ST 研修先医療機関 参加人数 実施概要 教育ST 研修先医療機関 参加人数 実施概要

みけ 東京リハビリテーション病院 1人 病棟見学（退院指導の実際）、退院時カンファレンス、退院支援室
東京慈恵会医科大学

葛飾医療センター
2人

入退院連携センターカンファレンス、ストマ外来、退院指導見学、認知症状のある方へ

の対応の説明、

けせら 都立駒込病院 1人 看護技術トレーニング研修（静脈注射、導尿、膀胱留置カテーテル） 東部地域病院 1人 退院調整の見学、摂食・嚥下チームラウンド、嚥下外来の見学

はーと

10分 47 管理者 132 訪問看護ST 135 都内（23区内） 182 来所 43 就業
相談 10 助言・情報提供 184

20分 33 訪問看護師 9 病院 12 都内（市町村） 18 電話 99 報酬・加算関係 25 ナースプラザを紹介 0

30分 61 病院等看護師 12 診療所 15 東京都外 0 E-mail 41 人材
関係 32 他機関を紹介 1

40分 0 その他看護師 35 福祉施設等 24 合計 200件 その他 16 運営
関係 46 その他 11

50分 15 ステーション経営者 8 新規開設予定 3 不明（無記入） 1 連携
関係 65 来所 1

1時間以上 37 他ST利用者 2 離職中 7 合計 200件 その他 94 不明（無記入） 3

1時間半以上 1 不明（無記入） 2 他ST利用者 2 合計（複数回答）272件 合計 200件

2時間以上 6 合計 200件 不明（無記入） 2         ※272件のうち45件はコロナ関係

合計 200件 合計 200件

所要時間 対応相談内容相談方法相談者所在地相談者所属機関相談者職種
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令和４年度 

訪問看護ステーション管理者・指導者育成研修 

（育成定着推進コース） 

 

～訪問看護未経験の看護職（新任・新卒職員）の育成方法を学ぼう～ 

 

 

 

 

〇プログラム   Ｐ２とＰ３  

 

〇研修講師一覧  Ｐ４    
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育成定着推進コース 第１日目  A コース/B コース共通 
 

◆ 各項目は若干変更になる場合があります。 

 

 
 

育成定着推進コース 第２日目  A コース/B コース共通 
 

◆ 各項目は若干変更になる場合があります。 

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

１３：００ 

｜ 

１３：３０ 

主催者あいさつ 

オリエンテーション 

主催者あいさつ、オリエンテーションを行ない

ます。 

都及び 
事務局 

１３：３０ 

 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１６：２０ 

講義 

「訪問看護未経験の看護職を採用

したらまず何をすべきか」 

訪問看護未経験の看護職（新任・新卒職員）を

採用したら、まず最初に何をすべきか。訪問看

護を行う意味や医療機関の看護師と訪問看護

師の違い、また訪問看護未経験の看護職の育成

にあたり管理者・指導者に必要なこと等につい

て学びます。 

講師一覧 
参照 

グループディスカッション 
テーマに沿って、グループごとにディスカッシ

ョンを行います。 

連絡事項等 アンケートの記入等を行います。 事務局 

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

１３：１５ 

｜ 

１３：３０ 

ガイダンス ガイダンスを行います。 事務局 

１３：３０ 

 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１６：２０ 

講義 

「育成のための基礎知識の習得」 

訪問看護未経験者を大切に育てるにはどうす

ればよいか。育成計画書の意味や作成方法、職

場の指導育成体制の整備について具体例をも

とに学びます。 講師一覧 
参照 

グループディスカッション 
テーマに沿って、グループごとにディスカッシ

ョンを行います。 

連絡事項等 
アクションペーパーやアンケートの記入等を

行います。 
事務局 

―訪問看護未経験の看護職（新任・新卒職員）を採用したら（まず伝えること）― 

―訪問看護未経験の看護職（新任・新卒職員）育成の基礎知識を学ぶ― 
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育成定着推進コース 第３日目  A コース/B コース共通 

 

◆ 各項目は若干変更になる場合があります。 

  

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

１３：１５ 

｜ 

１３：３０ 

ガイダンス ガイダンスを行います。 事務局 

１３：３０ 

 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１６：２０ 

講義 

「育成計画実績による振り返り、

そしてこれから」 

訪問看護初心者から一人前に育てるにはどう

すればいいのか。実際の事例をもとに、育て方

の工夫、職員みんなで育てる職場のつくり方等

について学びます。 講師一覧 
参照 

グループディスカッション 
テーマに沿って、グループごとにディスカッシ

ョンを行います。 

連絡事項等 アンケートの記入等を行います。 事務局 

－訪問看護未経験の看護職育成の振り返り、そしてこれから－ 
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研修講師一覧   

【敬称略】 

区 分 講 師 名 所      属 

学識経験者等 

島 田  恵  東京都立大学 健康福祉学部看護学科 准教授 

江 畑  直 樹  

日本経営グループ 株式会社日本経営 参与 

株式会社ミライバ 取締役 

日本社会事業大学専門職大学院 非常勤講師 

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 非常勤講師 

看護師及び 

実務経験者 

 

※【 】内は、

事業所の所在

地です。   

服 部  絵 美  
【 新宿区 】 

株式会社ケアーズ 白十字訪問看護ステーション 所長 

廣 川  直 美  

【 目黒区 】 

株式会社日本在宅ケア教育研究所 ナースステーション東京目黒支店 

マイ・ケアプランセンター東京目黒支店 統括所長 

訪問看護認定看護師 

田中 千賀子 

【 大田区 】 

一般社団法人田園調布医師会 田園調布医師会立訪問看護ステーション 

管理者 

訪問看護認定看護師 

船 浪  紀 子  

【 杉並区 】 

社会医療法人河北医療財団 河北訪問看護・リハビリステーション阿佐谷 所長 

河北ファミリークリニック南阿佐谷 看護科長 

訪問看護認定看護師 

小暮 和歌子 

【 北区 】 

東京ふれあい医療生活協同組合 ふれあい訪問看護ステーション 所長 

訪問看護認定看護師 

木 戸  恵 子  
【 葛飾区 】 

株式会社ウッディ 訪問看護ステーションはーと 代表取締役 

宮 田  乃 有  

【 府中市 】 

医療法人社団恵仁会 なごみ訪問看護ステーション 副所長 

地域看護専門看護師 

◆ 都合により講師が変わる場合があります。   
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令和４年度 

訪問看護ステーション管理者・指導者育成研修 

－プログラム－ 

 

 

～今の時代の訪問看護を学ぼう～ 

 

 

 

 

〇基礎実務コース Ｐ２～Ｐ３  

 

〇経営安定コース Ｐ４～Ｐ５ 
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基礎実務コース 第１日目  実施日１１月１９日（土） 

 

※各項目は若干変更になる場合があります。 

 
   

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

９：１５ 

｜ 

９：３０ 

主催者あいさつ 

オリエンテーション 主催者あいさつ、オリエンテーションを行ないます。 
都及び 
事務局 

９：３０ 

 

｜ 

 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１２：２０ 

【基調講演】 

地域包括ケア推進における 

訪問看護ステーションの役割 

地域包括ケアシステムの推進に向けてどのようにス

テーションを運営したらよいか、また、これからの訪

問看護ステーションに求められること等について学び

ます。 

講師一覧 
参照 

訪問看護ステーション運営の基礎 

管理者は普段何を考えながら仕事をしているのか、

また管理者には何が必要なのか、現在の事業所規模に

至るまでの工夫等事例を通して総合的に学びます。

（例：ビジョン理念の共有、活動地域の理解、制度の

理解、経営方法、利用者確保、職員の処遇、働きやす

い職場づくり、ICTの活用等） 

１２：２０ 

｜ 

１３：２０ 

昼 休 憩 

１３：２０ 

 

 

｜ 

 

 

 

 

途中休憩 

あり 

 

 

 

｜ 

 

 

 

１７：３０ 

地域の医療機関とどう関わるか 

在宅療養に長年取り組んできた医師を講師とし、そ

の経験からどのような訪問看護ステーションや訪問看

護師が求められているのか、地域の医師との関係をど

のように築いていくべきかを、実例を通して学びます。 

講師一覧 
参照 

危機管理（リスクマネジメント） 

一つのミスがステーションへの信頼を大きく揺るが

せてしまうことがあります。すべてのミスをゼロに近

づけるには、また事故があっても被害を最小限にする

にはどうすれば良いか、危機管理のあり方について事

例を通して学びます。 

これだけは知っておこう経営の基本 

常に遵守する必要がある労働法規や財務等について

の基本的なことを、経営コンサルタントから学びます。

法人や経営者等と話し合いをする際にも必要となる知

識です。また、訪問看護ステーションにおける「働き

方改革」の考え方を学びます。 

連絡事項等 連絡事項をお伝えします。 事務局 

－訪問看護全般と運営の基礎、人材育成について学ぶ－ 
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 基礎実務コース 第２日目  実施日１２月１１日（日） 

 
 

※各項目は若干変更になる場合があります。 

 

 
  

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

９：００ 

｜ 

９：２０ 

ガイダンス ガイダンスを行います。 事務局 

９：２０ 

 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１１：３０ 

訪問看護ステーションにおける 

ハラスメントへの対応  

利用者からのハラスメントを受けて追い込まれ、精

神的に不安定になるケースが多発し、コロナ禍もあっ

てクレームが増加し管理者が疲弊する状況もみられま

す。このようなハラスメントに対しどのように対応す

るのかを考えていきます。 
講師一覧 

参照 

訪問看護ステーションにおける 

ＯＪＴの実際 

人材育成には欠かせないＯＪＴの方法について、東

京都が作成した『ＯＪＴマニュアル』をもとに理論を

学び、また、訪問看護が初体験の看護師への対応や関

わり等を事例を通して学びます 

１１：３０ 

｜ 

１２：３０ 

昼 休 憩 

１２：３０ 

 

 

｜ 

 

 

 

 

途中休憩 

あり 

 

 

 

｜ 

 

 

 

１７：３５ 

質の高い看護を提供するために 

病院等から転職した訪問看護ステーションの管理

者は、まず最初に何をすべきなのか。管理者が最低限

知っておくべき基本的な実務の知識を具体的に学びま

す。（例：人員配置基準、訪問看護師指示書、訪問看

護の内容、他職種との連携、加算、記録、費用算定等） 

講師一覧 
参照 職員が集まり成長する職場を 

作るには（ミニ演習） 

安定的に利用者を確保し、地域に信頼されるステー

ションになるためには質の高い看護を提供することが

不可欠です。日々の研修のあり方、利用者の意思の尊

重、質の高い訪問看護を提供するための他職種連携の

あり方等について学びます。 

グループディスカッション 

テーマ（※）に沿って、グループごとにディスカッ

ションを行い、アクションプランを作成します。 

（※）テーマは、経営安定コースと同一内容です。 

連絡事項等 連絡事項をお伝えします。 事務局 

－訪問看護ステーションの管理初心者から一人前になるために－ 
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経営安定コース 第１日目  実施日１１月２７日（日） 

 

※各項目は若干変更になる場合があります。 

 

 

 

 
  

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

９：１５ 

｜ 

９：３０ 

主催者あいさつ 

オリエンテーション 主催者あいさつ、オリエンテーションを行ないます。 
都及び 
事務局 

９：３０ 

 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

 

１２：１５ 

【基調講演】 

地域包括ケア推進における訪問看護

ステーションの役割 

地域包括ケアシステムの推進に向けてどのようにス

テーションを運営したらよいか、また、これからの訪

問看護ステーションに求められること等について学び

ます。 

講師一覧 
参照 

訪問看護ステーション運営の基礎 

管理者は普段何を考えながら仕事をしているのか、

また管理者には何が必要なのか、現在の事業所規模に

至るまでの工夫等事例を通して総合的に学びます。

（例：ビジョン理念の共有、活動地域の理解、制度の

理解、経営方法、利用者確保、職員の処遇、働きやす

い職場づくり、ICTの活用等） 

１２：１５ 

｜ 

１３：０５ 

昼 休 憩（５０分） 

１３：０５ 

 

｜ 

 

 

 

途中休憩 

あり 

 

 

｜ 

 

１７：４０ 

地域の医療機関とどう関わるか 

在宅療養に長年取り組んできた医師を講師とし、そ

の経験からどのような訪問看護ステーションや訪問看

護師が求められているのか、地域の医師との関係をど

のように築いていくべきかを、実例を通して学びます。 

講師一覧 
参照 職員が集まり成長する職場を 

作るには（ミニ演習） 

今職場で起きている問題の事象を、管理者としてど

のように捉え、対応をしていくのが良いのか等、経験

豊富な経営コンサルタントが最新の人材育成理論で解

説します。 

グループディスカッション 
テーマ（※）に沿って、グループごとにディスカッ

ションを行い、アクションプランを作成します。 

（※）テーマは、基礎実務コースと同一内容です。 

連絡事項等 連絡事項をお伝えします。 事務局 

－訪問看護全般と運営の基礎、人材育成について学ぶ－ 
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 経営安定コース 第２日目  実施日 1２月３日（土） 

 
 

 

※各項目は若干変更になる場合があります。 

 

 

時間 研修科目 研修内容 講師・進行 

９：１５ 

｜ 

９：２０ 

ガイダンス ガイダンスを行ないます。 事務局 

９：２０ 

｜ 

 

途中休憩 

あり 

 

｜ 

１１：５０ 

報酬改定や安定経営のための 

基礎を学ぼう 

訪問看護の報酬の仕組みや「介護保険」と「医療保

険」の違いについて、また、訪問看護ステーションの

資金計画等を経営コンサルタントから学びます。 
２０１９年４月に施行された働き方改革関連法につ

いて、管理者として知っておきたい訪問看護ステーシ

ョンにおける働き方改革を学びます。 

講師一覧 
参照 

１１：５０ 

｜ 

１２：５０ 

昼 休 憩 

１２：５０ 

 

 

 

 

｜ 

 

 

 

途中休憩 

あり 

 

 

 

｜ 

 

 

 

 

１７：２０ 

地域包括ケアにおける看・看連携、

他職種連携のあり方 

病院等との連携（入退院支援の実際）、訪問看護ス

テーション同士の連携、介護事業所との連携（介護職

員の悩みに応える）等、地域包括ケアの実際を学びま

す。 

 
講師一覧 

参照 

訪問看護ステーションにおける 

ＯＪＴの実際 

人材育成には欠かせないＯＪＴの方法について、東

京都が作成した『ＯＪＴマニュアル』をもとに理論を

学び、また、訪問看護が初体験の看護師への対応や関

わり等を事例を通して学びます。 

経営安定（黒字化）のために 

管理者が心がけたいこと 

実例をとおし、訪問看護ステーションの経営安定に

おいて管理者が心がけたいことを学びます。 

利用者確保の実際 

ステーション運営の鍵を握る利用者確保について、地

域でどのように活動すれば良いか等事例を通じて学び

ます。 

連絡事項等 連絡事項をお伝えします。 事務局 

－訪問看護管理者 新人管理者からベテラン管理者になるために－ 
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研修講師一覧   

※敬称略 

区 分 講 師 名 所      属 

学識経験者等 

山 田  雅 子 
東京都在宅介護・医療協働推進部会委員長 

聖路加国際大学大学院 看護学研究科 教授 

秋 山  正 子 
東京都在宅介護・医療協働推進部会委員 

株式会社ケアーズ 白十字訪問看護ステーション 統括所長 

島 田  恵 東京都立大学 健康福祉学部看護学科 准教授 

江 畑  直 樹 

日本経営グループ 株式会社日本経営 参与 

日本社会事業大学専門職大学院 非常勤講師 

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 非常勤講師 

大日方 光明 日本経営グループ 株式会社日本経営 参事 

医  師 望 月  諭 
医療法人社団のぞみの朋 

日野のぞみクリニック 理事長 

看護師及び 

実務経験者 

 

 

【 】内は事業

所の所在地 

 

 

 

  

服 部  絵 美  
【 新宿区 】 

株式会社ケアーズ 白十字訪問看護ステーション 所長 

廣 川  直 美  

【 目黒区 】 

株式会社日本在宅ケア教育研究所 ナースステーション東京目黒支店 

マイ・ケアプランセンター東京目黒支店 統括所長 

訪問看護認定看護師 

田中 千賀子 

【 大田区 】 

田園調布医師会立訪問看護ステーション 管理者 

訪問看護認定看護師 

船 浪  紀 子  

【 杉並区 】 

社会医療法人河北医療財団 河北ファミリークリニック南阿佐谷 看護科長 

河北訪問看護・リハビリステーション阿佐谷 所長 

訪問看護認定看護師 

小暮 和歌子 

【 北区 】 

東京ふれあい医療生活協同組合 ふれあい訪問看護ステーション 所長 

訪問看護認定看護師 

木 戸  恵 子  
【 葛飾区 】 

株式会社ウッディ 訪問看護ステーションはーと 代表取締役 

宮 田  乃 有  

【 府中市 】 

医療法人社団恵仁会 なごみ訪問看護ステーション 副所長 

地域看護専門看護師 

※都合により講師が変わる場合があります。   



 
 

令和４年度 

東京都訪問看護推進総合事業 

看護小規模多機能型居宅介護実務研修 募集要領 

 

１ 看護小規模多機能型居宅介護実務研修の実施目的等 

本研修は、東京都訪問看護推進総合事業の一環として、東京都から委託を受け、平成３０年度より実

施しております。在宅領域における看護機能強化を図るため、看護小規模多機能型居宅介護の参入と安

定的運営を行うことのできる管理者を育成することを目的としています。 

２ 実施主体 

東京都福祉保健局 高齢社会対策部 （以下「都」という。） 

※研修実施機関 ： 公益財団法人東京都福祉保健財団 （以下「財団」といいます。）が都より委託

を受けて実施します。研修の受講状況等については都に報告し、今後の事業に活

用される予定です。 

３ 受講対象者及び研修日程・プログラム等 

（１）受講対象者（いずれも都内事業所に限ります。）  

・訪問看護ステーション管理者等で都内に看護小規模多機能型居宅介護の設立を検討している方 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所管理者等の方 

（２）研修日程  
 

 

 

 

（３）研修プログラム（※変更になる場合があります。） 

時間 研修内容 

9：50～10：00 ○ガイダンス 

10：00～12：30 

 

○講義 

 ・看護小規模多機能型居宅介護の概要、開設までのステップ、施設・

設備の概要、事業所運営、地域との関わり等の実際を学びます。 

○施設動画 

 ・動画、写真にて、実際の施設の様子をご覧いただきます。 

○質疑応答 など 
   
（※）事業所の概要 

医療法人社団プラタナス ナースケアリビング世田谷中町 

○医療依存度の比較的高い方を対象に、住み慣れた自宅での生活を支援する事業所として設立。医療

依存度の高い方を優先して受け入れている事業所です。 
○在宅療養支援診療所と連携し、訪問診療・訪問看護・訪問介護・通い・泊まりを統合した医療介護

サービスを提供している事業所です。 
講師 医療法人プラタナス ナースケアリビング世田谷中町 管理者 佐藤  歩 外 
   医療法人プラタナス ナースケアリビング世田谷中町  介護職員等 
   医療法人プラタナス          開設を担当した事務職員等 

研 修 日 程（候補日） 定 員 研 修 開 催 方 法 

令和４年１２月１４日（水） ３５名 ZOOMによるオンライン研修 



 
 

【問合せ先】 

公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 訪問看護研修担当 戸村・渡 

電話：０３－３３４４－８５１３  ＦＡＸ：０３－３３４４－８５９３ 

研修申込専用メールアドレス：houkan-moushikomi@fukushizaidan.jp 
 

 

４ 申込方法  

（１）「受講申込書」に必要事項を御記入いただき、メールにてお申込みください。 

メールアドレス：houkan-moushikomi@fukushizaidan.jp 
申込書は、財団ホームぺージからダウンロードしてください。 

ホームページ：https://www.fukushizaidan.jp/104houmonkango/kango_kyotaku.html 

（２）お申込みメールの件名は、「看護小規模多機能型居宅介護実務研修申込」としてください。 

（３）受講決定後、受講申込書に記載のメールアドレスへメールを送付予定です。 

（４）同一事業所で複数名の申込みも可能ですが、１名につき１枚御記入ください。 

 

５ 申込締切 

令和４年１１月２２日（火曜日）＜必着＞ 

 

６ 受講者の決定 

令和４年１１月下旬に、都と協議の上受講者の決定を行い、当財団から申込者の所属事業所宛に「受

講決定通知」等を郵送いたします。 

なお、受講決定に当たっては、申込者が定員を超えると受講できない場合があります。あらかじめ御

了承ください。また、同一事業所から複数名の申込がある場合、人数を調整させて頂く場合があります。 

 

７ 受講料 

研修に関する経費については、都が負担します。（受講者負担はありません。） 

ただし、オンライン研修受講に必要なインターネット環境・パソコン（ウェブカメラ・マイク含む）

等はご自身でご準備いただく必要があります。 

 

８ その他 

（１）その他、詳細につきましては、受講決定時に送付する書類をご確認ください。 

（２）受講者の方の受講環境やインターネット環境、機器（パソコン等）の不具合等による研修受講への

影響につきましては、財団では責任を負いかねますので、予め御了承ください。 
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  ： 

〇開催方法： オンライン 又は オンラインと集合形式の併用（選択形式） 

（オンラインはMicrosoft Teams） 

〇対象者 ： ① 看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者等 

       （東京都内の看多機及びその開設法人の職員に限ります。） 

② 都内区市町村担当者 

※詳細は東京都ホームページをご覧ください。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/kantaki.html 

 

看護小規模多機能型居宅介護について理解を深め、運営のノウハウや好事例等の情報を共有す

るとともに、関係者同士のネットワーク構築を支援するため、連絡会を開催いたします 

 

〇申込方法：東京共同電子申請・届出サービスからお申し込みください。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1673510558541 

※申込完了後にメールをお送りします。届かない場合は下記担当までご連絡ください。  

〇申込締切：令和５年２月１５日（水） 
東京都福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 介護医療連携推進担当 Tel：03（5320）4216 

時 間 プログラム 講  師 

9：15～ 開会あいさつ 
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 

在宅支援課長 阿部 貞弘 

9：20～ 

9：35 
東京都における看多機の現状と課題 

東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 

在宅支援課 課長代理  大塚 聡子 

9：35～ 

10：35 

看多機運営の実際（事例紹介）① 

あい看護小規模多機能施設ほたる 

社会医療法人 河北医療財団 

地域包括ケア部 

看護小規模多機能型居宅介護サービス担当 

科長 三浦未来氏 質疑応答（約10分間） 

10：35～ 休憩（10分間）  

10：45～ 

11：45 

看多機運営の実際（事例紹介）② 

ペンギンステイ南町田 

社会医療法人社団 正志会 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

ペンギンステイ南町田 

管理者     臼井豊子氏  

看護副主任   三浦敦子氏 

介護副主任   川崎信太郎氏 

理学療法士   中條美緒氏 

介護支援専門員 川崎洋子氏 

質疑応答（約10分間） 

11：45～ 閉会 

11：45～ 

12：15 
参加者同士の意見交換（ブレイクアウトルームを使用） 

日時 令和５年３月１４日（火）9：15～12：15 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/kantaki.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1673510558541
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訪 問 看 護 等 の 現 状 に つ い て

■都内の訪問看護ステーション数の推移

○ 令和7年度には、令和元年度実績の約1.４倍のサービス量の増加が見込まれる

〇規模が大きくなるほど収支は安定する傾向

出典：平成30年度厚生労働省老人保健事業推進費補助金
「訪問看護事業所における看護師等の従業者数の規模別にみたサービスの実態に関する調査研究事業」

○看護職員数の多いステーションの数は増加傾向にある。
（注）各年4月1日現在の訪問看護ステーション数 ※八王子市含む

出典：東京都福祉保健局「居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者の指定について」

（注）各年4月1日現在の看護小規模多機能型居宅介護事業所数

■都内の看護小規模多機能型居宅介護事業所数の推移

○ ６区９市１３町村
において未配置（万回／年）

H28年度

実績

H29年度

実績

H30年度

実績

R1年度

実績

R3年度

見込み

R4年度

見込み

R5年度

見込み

R7年度

見込み

631 722 805 895 1,066 1,119 1,169 1,220

出典:令和３年度以降の見込み・・・東京都高齢者保健福祉計画(第８期計画)

■都内訪問看護（予防含む）サービス量の見込

2,306 2,607 2,849 
3,620 

4,476 

5,436 
6,699 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R02
出典：厚生労働省衛生行政報告例（隔年）

■都内訪問看護ステーション従事看護職員数の推移（常勤換算）

■看護職員数（常勤換算）別収支状況

■看護職員数別（常勤換算）事業所割合

出典：中央社会保険医療協議会第493回総会資料（令和3年10月27日）

約43％
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1 千代田区 11 0 1 24 八王子市 40 2 18 50 瑞穂町 4 0 0

2 中央区 26 0 3 25 立川市 20 1 4 51 日の出町 2 0 2

3 港区 34 1 4 26 武蔵野市 20 1 0 52 檜原村 0 0 0

4 新宿区 44 2 7 27 三鷹市 23 1 3 53 奥多摩村 0 0 0

5 文京区 28 1 5 28 青梅市 15 1 2 54 大島町 1 0 0

6 台東区 24 0 2 29 府中市 28 1 5 55 利島村 0 0 0

7 墨田区 34 1 7 30 昭島市 15 0 1 56 新島村 1 0 0

8 江東区 41 0 4 31 調布市 27 1 1 57 神津島村 0 0 0

9 品川区 37 2 10 32 町田市 63 3 5 58 三宅村 0 0 0

10 目黒区 44 2 6 33 小金井市 10 1 2 59 御蔵島村 0 0 0

11 大田区 89 1 7 34 小平市 21 1 6 60 八丈町 0 0 0

12 世田谷区 102 5 15 35 日野市 17 1 5 61 青ヶ島村 0 0 0

13 渋谷区 22 1 2 36 東村山市 20 3 3 62 小笠原村 0 0 0

14 中野区 33 1 6 37 国分寺市 13 0 4 8 0 2
15 杉並区 67 3 9 38 国立市 8 1 1
16 豊島区 39 1 3 39 福生市 7 0 0 1,545 62 238
17 北区 30 1 3 40 狛江市 6 0 0
18 荒川区 18 0 8 41 東大和市 4 0 1
19 板橋区 64 1 10 42 清瀬市 11 1 0 5区 9市 13町村

20 練馬区 94 7 16 43 東久留米市 11 0 3
21 足立区 80 5 13 44 武蔵村山市 6 0 1
22 葛飾区 55 1 5 45 多摩市 19 3 4
23 江戸川区 76 1 14 46 稲城市 6 2 2

1,092 37 160 47 羽村市 6 0 1
48 あきる野市 8 0 1
49 西東京市 21 1 3

445 25 76

小規模
多機能

都内訪問看護ステーション・看護小規模多機能型・小規模多機能型　事業所数

令和5年１月１日現在

都内　計

町村部　計

区市町村
訪問看護
ステーション

看護小規模
多機能

区市町村
訪問看護
ステーション

看護小規模
多機能

小規模
多機能

区市町村

看多機未配置

区部　計

市部　計

訪問看護
ステーション

看護小規模
多機能

小規模
多機能
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　　　　　　 　 令和5年1月分の介護保険サービス提供事業者の指定を下記のとおり行いましたので

　　　　　　　お知らせいたします。

　　　　　　　　今回指定した居宅（予防）サービス事業者一覧は別添のとおりです。

 事業所の指定状況

居宅 予防 居宅 予防 居宅 予防 居宅 予防

訪問介護 3,209 15 10 3,214

訪問入浴 150 150 1 0 0 151 150

訪問看護ステーション 1,503 1,474 12 10 10 8 1,505 1,476

訪問リハビリテーション 146 129 1 1 1 0 146 130

居宅療養管理指導 207 176 2 2 2 2 207 176

通所介護 1,521 2 2 1,521

通所リハビリテーション 62 62 0 0 0 0 62 62

短期入所生活介護 623 596 0 0 623 596

短期入所療養介護 4 4 0 0 4 4

特定施設入居者生活介護 845 749 3 2 1 1 847 750

福祉用具貸与 663 659 3 3 6 5 660 657

特定福祉用具販売 661 660 3 3 6 5 658 658

合計 9,594 4,659 42 21 38 21 9,598 4,659

※みなし指定の事業所数は除いてあります。

※平成27年4月1日より八王子市が中核市に移行したため、八王子市所在の事業所を除外して計上しています。

令和5年1月1日現在
東京都福祉保健局

居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者の
指定について（1月分）

12月1日現在事業所数 1月1日指定 12月廃止 1月1日現在事業所数
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